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詞林　第72号　2022年10月

一
、
解
説

・
底
本
に
つ
い
て

　

本
注
釈
は
、『
歌
経
標
式
』の
序
文
に
注
釈
を
施
し
た
も
の
で
あ
る（
以

下
、『
歌
経
標
式
』
序
文
を
「
歌
式
序
」
と
略
す
）。『
歌
経
標
式
』
は
、

現
存
最
古
の
歌
学
書
で
、
和
歌
四
式
の
一
つ
。
序
文
と
跋
文
に
は
、
藤

原
浜
成
の
署
名
が
記
さ
れ
て
お
り
、
宝
亀
三
年
（
七
七
二
）
五
月
に
光

仁
天
皇
に
奏
上
さ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。

　

伝
本
は
、
真
本
系
と
抄
本
系
と
の
二
種
類
が
現
存
し
て
い
る
。
真
本

は
『
歌
経
標
式
』
の
古
態
を
伝
え
る
も
の
と
さ
れ
て
お
り
、
先
行
注
釈

で
は
、
真
本
が
底
本
と
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
歌
式
序
は
、
真
本
で
は

文
意
を
解
し
が
た
い
箇
所
が
あ
る
。
例
え
ば
、「
無
六
体

0

0

何
能
感
慰
天

人
之
際
者
乎
」
や
「
端
歴

0

0

六
天
」
な
ど
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
部
分
は
、

抄
本
で
は
「
無
味
不
美

0

0

0

何
能
感
慰
天
人
之
際
者
乎
」、「
福
応

0

0

六
天
」
と

な
っ
て
お
り
、
抄
本
に
拠
っ
て
解
釈
し
た
方
が
前
後
の
文
と
も
整
合
性

を
取
る
こ
と
が
で
き
る
（
詳
細
は
、
各
項
参
照
）。
歌
式
序
の
古
態
を

伝
え
る
の
が
真
本
で
あ
る
の
か
抄
本
で
あ
る
の
か
、
と
い
う
問
題
を
、

現
段
階
で
断
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
本
注
釈
で
は
以
上
の
よ
う

な
経
緯
か
ら
抄
本
を
底
本
と
し
て
序
文
の
注
釈
を
作
成
し
た
。
本
注
釈

が
『
歌
経
標
式
』
序
を
理
解
す
る
一
助
と
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

・
構
成
と
書
式

　

歌
式
序
は
三
段
落
に
分
け
ら
れ
る
。
一
段
落
目
は
冒
頭
の
「
臣
浜
成

言
」
か
ら
「
自
始
也
」
ま
で
で
、
和
歌
の
起
源
が
記
さ
れ
る
。
二
段
落

目
は
「
近
代
歌
人
」
か
ら
「
知
音
」
ま
で
で
、
歌
式
の
編
纂
意
図
が
述

べ
ら
れ
る
。
三
段
落
目
は
「
伏
惟
」
か
ら
最
後
ま
で
で
、
天
皇
の
治
世

が
称
賛
さ
れ
る
。

　

本
序
は
「
序
文
」
と
称
さ
れ
る
が
、
そ
の
形
式
と
し
て
は
天
子
に
献

上
す
る
「
表
」
の
形
式
を
取
っ
て
い
る
。『
文
選
』
巻
三
十
七
に
「
表
」

と
い
う
項
目
が
あ
り
、
そ
れ
に
対
す
る
李
善
注
で
は
、「
表
者
、
明
也
、

標
也
。
如
レ
物
之
標
表
。
言
標
著
二
事
序
一、
使
三
之
明
白
、
以
暁
二
主
上
一、

得
レ
尽
二
其
忠
一、
曰
レ
表
」
と
あ
り
、
事
の
順
序
を
明
白
に
著
し
て
主
君

藤
原
浜
成
『
歌
経
標
式
』
序　

注
釈

小
西�

洋
子
・
黄�

夢
鴿
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に
悟
ら
せ
、
そ
の
忠
心
を
尽
く
す
こ
と
が
で
き
る
の
を
表
と
定
義
づ
け

て
い
る
。

　
「
表
」
の
書
式
に
つ
い
て
は
、
後
漢
・
蔡
邕
『
独
断
』
巻
上
に
「
表
者
、

不
二
需
頭
一、
上
言
二
臣
某
言
一、
下
言
二
臣
某
誠
惶
誠
恐
、
頓
首
頓
首
、
死

罪
死
罪
一。
左
方
下
坿
曰
二
某
官
臣
某
甲
上
一
」
と
見
え
、
上
表
文
の
冒

頭
と
末
尾
の
形
式
が
示
さ
れ
て
い
る
。
本
序
文
は
、
冒
頭
は
「
臣
浜
成

言
」、
末
尾
は
「
臣
浜
成
誠
惶
誠
恐
、
頓
首
謹
言
…
参
議
兼
刑
部
省
卿

守
従
四
位
上
勲
四
等
藤
原
朝
臣
浜
成
謹
上
」
と
、『
独
断
』
の
記
述
と

一
致
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
表
」
の
書
式
に
倣
っ
た
も
の
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
。
な
お
、『
古
事
記
』
の
「
序
文
」
も
本
序
と
同
じ
書
式

を
取
っ
て
お
り
、「
臣
安
万
侶
言
。
夫
、
混
元
既
凝
、
気
象
未
レ
效
…

并
録
二
三
巻
一、
謹
以
献
上
。
臣
安
万
侶
、
誠
惶
誠
恐
、
頓
首
頓
首
。」

と
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
本
序
や
『
古
事
記
』
序
の
よ
う
に
「
序
文
」

と
称
さ
れ
る
も
の
で
も
、「
表
」
の
書
式
と
な
っ
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
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　【
凡
例
】

一
、
注
釈
は
、
解
説
、
本
文
（
底
本
翻
刻
、
異
同
、
校
訂
本
文
、
訓
読
）、

語
釈
、
通
釈
か
ら
な
る
。

一
、
漢
字
は
、
原
則
と
し
て
通
行
の
字
体
を
用
い
る
。

一
、
訓
読
は
、
歴
史
的
仮
名
遣
い
を
用
い
る
。

一
、『
歌
経
標
式
』
序
の
本
文
及
び
『
歌
経
標
式
』
の
用
例
の
底
本
に
は
、

抄
本
書
陵
部
蔵
本
を
用
い
た
。

一
、
校
異
に
用
い
た
諸
本
と
略
号
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　

・
竹
― 

真
本
竹
柏
園
本

　

・
東
― 

真
本
東
京
国
立
博
物
館
本

一
、
抄
本
書
陵
部
蔵
本
・
真
本
竹
柏
園
本
・
真
本
東
京
国
立
博
物
館
本

は
、
沖
森
卓
也
ほ
か
著
『
歌
経
標
式 

影
印
と
注
釈
』（
お
う
ふ
う
・

二
〇
〇
八
）
に
所
収
さ
れ
て
い
る
影
印
を
参
照
し
た
。

一
、
底
本
の
ま
ま
で
は
意
味
が
通
じ
難
い
箇
所
は
真
本
に
従
っ
て
校
訂

し
た
。

一
、
資
料
の
引
用
は
以
下
の
も
の
に
拠
っ
た
。

　

・『
毛
詩
』『
礼
記
』『
爾
雅
』『
周
易
』（『
十
三
経
注
疏
』、
中
華
書
局
）

　

・『
荘
子
』『
墨
子
』『
列
子
』『
太
玄
経
』『
独
断
』（
四
部
叢
刊
）

　

・『
孔
子
家
語
』（
陳
士
珂
『
孔
子
家
語
疏
注
』、
上
海
書
店
）

　

・『
忠
経
』（
百
部
叢
書
集
成
、
藝
文
印
書
館
）

　

・『
賈
誼
新
書
』（
諸
子
百
家
叢
書
、
上
海
古
籍
出
版
社
）

　

・『
晋
書
』『
北
斉
書
』『
漢
書
』『
後
漢
書
』『
隋
書
』『
旧
唐
書
』『
新

唐
書
』（
中
華
書
局
）

　

・『
塩
鉄
論
』『
春
秋
繁
露
』『
世
説
新
語
』（
叢
書
集
成
初
編
、
中
華

書
局
）

　

・『
戦
国
策
』（
四
庫
全
書
）

　

・『
呉
越
春
秋
』（
四
部
叢
刊
）

　

・『
西
京
雑
記
』（
古
小
説
叢
刊
、
中
華
書
局
）

　

・『
説
文
解
字
』（
中
華
書
局
）

　

・『
詩
品
』『
文
心
雕
龍
』『
群
書
治
要
』（
台
湾
商
務
印
書
館
）

　

・『
抱
朴
子
』（
新
編
諸
子
集
成
『
抱
朴
子
内
篇
校
釈
』
中
華
書
局
）

　

・『
列
仙
伝
』（
台
湾
商
務
印
書
館
）

　

・『
説
苑
』（『
説
苑
校
証
』、
中
華
書
局
）

　

・『
文
選
』（『
文
選
附
考
異
』、
藝
文
印
書
館
）

　

・「
呂
延
祚
進
二
五
臣
集
註
文
選
一
表
」（『
六
臣
注
文
選
』、
上
海
古

籍
出
版
社
）

　

・『
太
平
御
覧
』（
中
文
出
版
社
）

　

・『
芸
文
類
聚
』（
中
華
書
局
）

　

・『
白
氏
文
集
』（『
白
氏
文
集
歌
詩
索
引
』、
同
朋
舎
出
版
、
一
九
八

九
年
）

　

・『
華
厳
経
』『
妙
法
蓮
華
経
』『
大
唐
新
翻
護
国
仁
王
般
若
経
』『
一

切
経
音
義
』（
大
正
新
脩
大
蔵
経
）

　

・『
古
事
記
』（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
1
、
小
学
館
）

　

・『
常
陸
国
風
土
記
』（
日
本
古
典
文
学
大
系
2
、
岩
波
書
店
）

　

・『
日
本
書
紀
』（
日
本
古
典
文
学
大
系
67
・
68
、
岩
波
書
店
）
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・『
続
日
本
紀
』（
新
日
本
古
典
文
学
大
系
12
～
16
、
岩
波
書
店
）

　

・『
日
本
三
代
実
録
』『
日
本
後
紀
』『
続
日
本
後
紀
』『
令
義
解
』（
新

訂
増
補
国
史
大
系
、
吉
川
弘
文
館
）

　

・『
日
本
後
紀
』
逸
文
（
黒
板
伸
夫
・
森
田
悌
編
『
日
本
後
紀
』、
訳

注
日
本
史
料
、
集
英
社
、
二
〇
〇
三
年
）

　

・『
文
鏡
秘
府
論
』『
性
霊
集
』『
三
教
指
帰
』『
高
野
雑
筆
集
』（
日

本
密
教
文
化
研
究
所
弘
法
大
師
著
作
研
究
会
編
『
定
本
弘
法
大
師

全
集
』）

　

・『
経
国
集
』（
小
島
憲
之
『
国
風
暗
黒
時
代
の
文
学
』（「
中
巻
（
下
）

Ⅰ
」・「
下
巻
Ⅲ
」）、
塙
書
房
）

　

・『
凌
雲
集
』（
本
間
洋
一
編
『
凌
雲
集
索
引
』
本
文
篇
、
和
泉
書
院
）

　

・『
文
華
秀
麗
集
』（
日
本
古
典
文
学
大
系
69
、
岩
波
書
店
）

　

・『
菅
家
文
草
』（
日
本
古
典
文
学
大
系
72
、
岩
波
書
店
）

　

・『
日
本
国
見
在
書
目
録
』（
矢
島
玄
亮
『
日
本
国
見
在
書
目
録
―
集

証
と
研
究
―
』、
汲
古
書
院
、
一
九
八
四
年
）

　

・『
万
葉
集
』『
新
撰
万
葉
集
』『
古
今
和
歌
集
』
の
引
用
及
び
歌
番

号
は
『
新
編
国
歌
大
観
』
に
拠
っ
た
。
な
お
、『
万
葉
集
』
は
旧

番
号
に
拠
っ
た
。

一
、
唐
代
の
詩
は
『
全
唐
詩
』（
中
華
書
局
）
か
ら
引
用
し
た
。

一
、
先
行
研
究
及
び
先
行
注
釈
の
略
称
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　

・
小
島
論
― 

小
島
憲
之
「
上
代
に
お
け
る
賦
並
び
に
歌
学
」『
上
代

日
本
文
学
と
中
國
文
學 

下
―
出
典
論
を
中
心
と
す
る
比
較
文
学

的
考
察
―
』（
塙
書
房
・
一
九
七
五
）

　

・
歌
式
注
― 

沖
森
卓
也
ほ
か
著
『
歌
経
標
式 

影
印
と
注
釈
』（
お

う
ふ
う
・
二
〇
〇
八
）

　

・
村
田
注
― 

村
田
正
博
「
歌
学
の
創
始
―
『
歌
経
標
式
』
序
文
の

構
想
―
」（『
万
葉
集
研
究
』
二
七
号
・
二
〇
〇
六
年
五
月
）

一
、
語
釈
で
は
逐
語
訳
を
提
示
し
た
が
、
通
釈
で
は
文
意
を
解
し
や
す

い
よ
う
語
順
等
を
改
め
た
。

一
、
引
用
文
中
、〈　

〉
内
は
割
注
を
、
…
は
省
略
を
示
す
。
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二
、
本
文

【
翻
刻
】（
底
本
：
抄
本
　
宮
内
庁
書
陵
部
本
）

歌1

経
標
式

臣
浜
成
言
原
夫
歌
者
所
以
感
鬼
神
之
幽
情
慰
天

人
之
恋
心
者
也
所
以2

異
於
風
俗
之
言
語
長
於
遊

楽
之
情3

神
者
也
故
龍4

女
蹄5

海
天
孫
贈
於
恋
婦
之6

歌
味
耕
昇
天
会
者
作
称
威
之
詠
並
尽
雅7

妙
音
韻

自
始
也
近
代
歌
人
雖
表8

歌
句
未
知
音
韻
令9

他
悦

懌
猶
無
知
病
准
之
上
古
既
無
春
花
之
美10

伝
之
末11

葉
不
是12

秋
実
之
味
無13

味
不
美
何
能
感
慰
天
人
之

際
者
乎
故
達14

新
例
別15

抄
韻
曲
合
為
一
巻
名
曰
歌

式
蓋
亦
詠
之
者
無
罪
聞
之
者
足
以
知16

音
伏
惟
聖

朝
福17

応
六
天
奉
楽
無
窮
栄
此18

四
𤦎𤦎1919

御
賞
難
極
臣

含
恩
遇
奉
侍
聖
明
欲
以
撮
壌
道20

涓
之
情
而
有
加

於
賞
楽
焉
若
蒙
収
採
幸
伝
当
代
者
可
久
可
大
之

功
並
天
地
之
貞21

観
日
用
日
新
之
明
持22

金
鏡
以23

長

懸
臣
浜
成
誠
惶
誠
恐
頓
首
謹
言

　

宝
亀
三
年
五
月
七
日

　

参
議
兼
刑
部
省
卿
守
従
四
位
上
勲
四
等
藤
原
朝
臣
浜
成
謹24

上

【
異
同
】

１
歌
経
標
式
―
ナ
シ
（
竹
・
東
）

２
所
以
―
韻
者
所
以
（
竹
・
東
）

３
情
―
精
（
竹
・
東
）

４
龍
女
―
有
龍
女
（
竹
・
東
）

５
蹄
―
帰
（
竹
・
東
）

６
恋
婦
之
歌
―
恋
帰
歌
（
竹
・
東
）

７
雅
妙
音
韻
自
始
也
―
雅
妙
之
音
韻
之
始
也
（
竹
・
東
）

８
表
歌
―
長
歌
（
竹
・
東
）

９
令
―
含
（
竹
・
東
）

10
美
―
儀
（
竹
・
東
）

11
末
―
来
（
竹
・
東
）

12
是
―
見
（
竹
・
東
）

13
無
味
不
美
―
無
六
体
（
竹
・
東
）

14
達
―
建
（
竹
・
東
）

15
別
―
即
（
竹
・
東
）

16
知
音
―
戒
矣
（
竹
・
東
）

17
福
応
―
端
歴
（
竹
・
東
）

18
此
―
比
（
竹
・
東
）

19
𤦎
―
輪
（
竹
・
東
）

20
道
―
導
（
竹
・
東
）

21
貞
観
―
真
観
（
竹
・
東
）
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22
持
―
将
（
竹
・
東
）

23
以
長
懸
―
之
高
懸
（
竹
・
東
）

24
謹
―
ナ
シ
（
竹
・
東
）

【
校
訂
】（
校
訂
し
た
箇
所
に
「
・
」
を
付
し
た
）

　

歌
経
標
式

①　
臣
浜
成
言
、

②　
原
夫
、

③　　

歌
者
、
所
以
感
鬼
神
之
幽
情
、
慰
天
人
之
恋
心
者
也
。

④　　

韻
者
4

4

、
所
以
異
於
風
俗
之
言
語
、
長
於
遊
楽
之
精4

神
者
也
。

⑤　
故
、

⑥　　

龍
女
帰
海
、
天
孫
贈
於
恋
婦
之
歌
、

⑦　　

味
耜4

昇
天
、
会
者
作
称
威
之
詠
。

⑧　
並
尽
雅
妙
音
韻
之4

始
也
。

⑨　
近
代
歌
人
、

⑩　　

雖
長4

歌
句
、

⑪　　

未
知
音
韻
。

⑫　　

令
他
悦
懌
、

⑬　　

猶
無
知
病
。

⑭　　

准
之
上
古
、
既
無
春
花
之
美
、

⑮　　

伝
之
末
葉
、
不
是
秋
実
之
味
。

⑯　
無
味
不
美
、
何
能
感
慰
天
人
之
際
者
乎
。

⑰　
故
建4

新
例
、

⑱　
別
抄
韻
曲
、

⑲　
合
為
一
巻
、

⑳　
名
曰
歌
式
。

㉑　
蓋
亦
詠
之
者
無
罪
、

㉒　　
　

聞
之
者
足
以
知
音
。

㉓　
伏
惟
、
聖
朝
、

㉔　　

福
応
六
天
、
奉
楽
無
窮
。

㉕　　

栄
比4

四
輪4

、
御
賞
難
極
。

㉖　
臣
含
恩
遇
、
奉
侍
聖
明
。
欲
以
撮
壌
導4

涓
之
情
、
而
有
加
於
賞
楽
焉
。

㉗　
若
蒙
収
採
、
幸
伝
当
代
者
、

㉘　　

可
久
可
大
之
功
、
並
天
地
之
貞
観
、

㉙　　

日
用
日
新
之
明
、
持
金
鏡
以
長
懸
。

㉚　
臣
浜
成
、
誠
惶
誠
恐
、
頓
首
謹
言
。

　

宝
亀
三
年
五
月
七
日

　
　

参
議
兼
刑
部
省
卿
守
従
四
位
上
勲
四
等
藤
原
朝
臣
浜
成
謹
上

【
訓
読
】

　

歌
経
標
式

①　
臣
浜
成
言ま

う

す
。

②　
原た

づ

ぬ
れ
ば
夫そ

れ
、

③　
歌
は
、
鬼
神
の
幽
情
を
感う

ご

か
し
、
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天
人
の
恋
心
を
慰
む
る
所ゆ

ゑ
ん以
の
者も

の

な
り
。

④　
韻
は
、
風
俗
の
言
語
を
異
に
し
、

　　
　
　
　

遊
楽
の
精
神
を
長
ず
る
所
以
の
者
な
り
。

⑤　
故
に
、

⑥　　

龍
女
海
に
帰
り
、
天あ

め
み
ま孫
婦
を
恋
ふ
る
歌
を
贈
り
、

⑦　　

味あ
ぢ
す
き耜
天あ

め

に
昇
り
、
会つ

ど

へ
る
者
威た

け

き
を
称た

た

ふ
る
詠う

た

を
作
れ
り
。

⑧　
並
び
に
雅
妙
の
音
韻
を
尽
く
す
始
め
な
り
。

⑨　
近
代
の
歌
人
、

⑩　　

歌
句
に
長
ず
と
雖
も
、

⑪　　

未
だ
音
韻
を
知
ら
ず
。

⑫　　

他
を
悦え

つ

懌え
き

せ
し
む
も
、

⑬　　

猶
ほ
病
を
知
る
こ
と
無
し
。

⑭　　

上
古
に
准な

ぞ
ら

へ
ば
、
既
に
春
花
の
美
無
く
、

⑮　　

末
葉
に
伝
へ
む
も
、
是
秋
実
の
味
に
あ
ら
ず
。

⑯　
味
無
く
美
あ
ら
ず
は
何
ぞ
能
く
天
人
の
際き

は

を
感
慰
せ
し
め
む
や
。

⑰　　

故
に
新
し
き
例
を
建
て
、

⑱　　

別
に
韻
曲
を
抄ぬ

き
、

⑲　　

合
せ
て
一
巻
と
為
し
、

⑳　　

名
づ
け
て
歌
式
と
曰
ふ
。

㉑　
蓋
し
亦
た
之
を
詠な

が

む
る
者
は
罪
無
く
、

㉒　　
　
　
　

之
を
聞
く
者
は
以
て
音
を
知
る
に
足
ら
む
。

㉓　
伏
し
て
惟お

も
ひ

み
る
に
、
聖
朝
、

㉔　　

福
六
天
よ
り
応
へ
る
は
、
楽
を
奉
る
こ
と
窮
ま
り
無
く
、

㉕　　

栄
四
輪
に
比た

ぐ

ふ
は
、
賞
を
御
す
る
こ
と
極
ま
り
難
し
。

㉖　�

臣
恩
遇
を
含
み
、
聖
明
に
奉
侍
す
。
壌つ

ち

を
撮と

り
涓け

ん

を
導
く
情
を
以
て
、

賞
楽
に
加
は
る
こ
と
有
ら
む
と
欲
す
。

㉗　
若
し
収
採
を
蒙
り
、
幸
ひ
に
当
代
に
伝
は
ら
ば
、

㉘　　

�

久
し
か
る
べ
く
大
き
な
る
べ
き
功
は
、
天
地
の
貞た

だ

し
く
観し

め

す
に
並た

ぐ

ひ
、

㉙　　

�

日
に
用
ゐ
日
に
新あ

ら
た

む
る
明
は
、金
鏡
を
持
ち
て
以
て
長
く
懸
か
む
。

㉚　
臣
浜
成
、
誠
惶
誠
恐
、
頓
首
謹
言
す
。

　

宝
亀
三
年
五
月
七
日

参
議
兼
刑
部
省
卿
守
従
四
位
上
勲
四
等
藤
原
朝
臣
浜
成
謹
み
て
上

た
て
ま
つ

る

三
、
語
釈

○
歌
経
標
式

　
「
歌
経
」
は
、
現
在
で
い
わ
れ
て
い
る
『
詩
経
』
に
拠
っ
た
も
の
と

考
え
ら
れ
る
が
、『
詩
経
』
と
い
う
書
物
が
「
詩
経
」
と
い
う
名
称
で

呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
宋
以
降
で
あ
る
た
め
、
当
初
は
『
歌

経
』
と
い
う
名
称
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
（
平
沢
竜
介
「
歌
学

書
と
し
て
の
『
歌
経
標
式
』」（『
歌
経
標
式　

注
釈
と
研
究
』（
桜
楓
社
・

一
九
九
三
）
参
照
）。

　
「
標
式
」
も
、
何
に
拠
っ
た
も
の
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
語
句
と
し

て
は
仏
典
に
見
え
、『
一
切
経
音
義
』
に
立
項
さ
れ
、「
標
式
〈
必
遥
反
。

集
訓
云
、
挙
也
、
書
也
、
書
レ
板
為
レ
牓
也
。
説
文
、
木
也
、
従
レ
木
票
、

匹
遥
反
声
也
。
或
従
レ
巾
作
レ
幖
。
下
傷
弋
反
。
説
文
、
法
也
、
用
也
、
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従
レ
工
弋
、蠅
即
反
声
也
〉」と
あ
る（「
村
田
注
」参
照
）。「
標
」は「
学
」

や
「
書
」
の
、「
式
」
は
「
法
」
や
「
用
」
の
意
と
あ
る
こ
と
か
ら
、「
標

式
」
で
用
法
を
掲
示
す
る
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

な
お
、
平
沢
論
の
既
に
述
べ
る
と
こ
ろ
で
は
あ
る
が
、『
歌
経
標
式
』

と
い
う
書
名
は
、
真
本
系
の
本
文
で
は
、
序
文
の
後
に
「
歌
経
標
式
第

一
」
と
一
箇
所
の
み
記
さ
れ
る
。
序
文
の
前
に
「
歌
経
標
式
」
と
記
す

の
は
、
底
本
と
し
た
抄
本
系
で
あ
る
。
ま
た
、
小
島
論
・
平
沢
論
に
よ

る
と
、『
歌
経
標
式
』
は
、
平
安
時
代
以
降
、
歌
学
書
に
お
い
て
、「
浜

成
式
」
や
「
浜
成
の
式
」
と
称
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、『
歌
経
標
式
』

と
い
う
書
名
は
『
八
雲
御
抄
』
に
一
例
、『
和
歌
見
在
書
目
録
』
に
『
歌

経
』と
し
て
一
例
見
え
る
の
が
早
い
例
と
さ
れ
る
。本
序
に
お
い
て
、「
故

に
新
し
き
例
を
建
て
、
別
に
韻
曲
を
抄
き
、
合
せ
て
一
巻
と
為
し
、
名

づ
け
て
歌
式
と
曰
ふ
」
と
あ
る
よ
う
に
、「
歌
式
」
と
称
さ
れ
る
こ
と

か
ら
、
当
初
は
「
歌
式
」
と
い
う
名
称
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
（「
歌

式
」
項
参
照
）。

臣
浜
成
言
、
原
夫
、
歌
者
、
所
以
感
鬼
神
之
幽
情
、
慰
天
人
之
恋
心

者
也
。
韻
者
、
所
以
異
於
風
俗
之
言
語
、
長
於
遊
楽
之
精
神
者
也
。

○�

浜
成
―�

藤
原
浜
成
（
七
二
四
～
七
九
〇
）。
最
終
官
位
は
、
大
宰
員

外
帥
従
三
位
。

　
『
続
日
本
紀
』
延
暦
九
年
（
七
九
〇
）
二
月
条
の
薨
伝
に
「
浜
成
、

贈
太
政
大
臣
正
一
位
不
比
等
之
孫
、
兵
部
卿
従
三
位
麻
呂
之
子
也
」
と

あ
る
よ
う
に
藤
原
不
比
等
の
孫
、
参
議
麻
呂
の
子
。「
略
渉
二
群
書
一、

頗
習
二
術
数
一
」
と
評
さ
れ
、
博
学
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
本
序

が
奏
上
さ
れ
た
宝
亀
三
年
五
月
時
点
で
は
、
従
四
位
下
で
参
議
及
び
刑

部
卿
を
歴
任
し
て
い
る
が
、『
続
日
本
紀
』
同
年
十
一
月
条
に
「
従
四

位
上
藤
原
朝
臣
浜
成
為
二
大
蔵
卿
一
」、
同
七
年
正
月
条
に
「
授
二
正
四

位
上
藤
原
朝
臣
浜
成
従
三
位
一
」
と
あ
る
よ
う
に
、
宝
亀
三
年
間
中
に
、

大
蔵
卿
に
任
ぜ
ら
れ
、
従
三
位
に
至
る
。
こ
の
後
も
『
続
日
本
紀
』
に

よ
る
と
、
天
応
元
年
（
七
八
一
）
に
太
宰
帥
に
任
ぜ
ら
れ
る
も
、
二
ヵ

月
後
に
員
外
の
帥
に
下
げ
ら
れ
た
。
延
暦
元
年
（
七
八
二
）
閏
正
月
に

娘
婿
の
氷
上
川
継
が
都
で
謀
反
の
嫌
疑
に
よ
り
流
罪
に
な
り
、
参
議
・

侍
従
の
官
を
解
任
さ
れ
、
同
九
年
（
七
九
〇
）
二
月
十
八
日
に
赴
任
先

の
大
宰
府
で
薨
じ
た
。

○
原
夫
―
そ
も
そ
も
。

　

先
行
注
釈
が
既
に
指
摘
す
る
通
り
、『
文
鏡
秘
府
論
』（
巻
六
北
巻
）

に
「
句
端
」
と
し
て
立
項
さ
れ
て
い
る
。「
観
夫
、
惟
夫
、
原
夫
、
若

夫
…
」
と
あ
る
よ
う
に
、「
観
夫
」
や
「
惟
夫
」
と
同
義
で
、「
右
並
発

端
置
レ
辞
、
汎
叙
二
事
物
一
也
。
謂
若
陳
二
造
化
物
象
、
上
古
風
跡
一
及

開
二
廊
大
綱
一
叙
二
況
事
理
一、
随
二
所
レ
作
状
一、
量
取
用
レ
之
」
と
文
の
始

め
に
置
い
て
以
下
に
事
物
を
述
べ
、
そ
の
事
物
の
起
源
や
本
質
を
説
く

も
の
と
さ
れ
る
。
梁
の
任
昉
「
為
二
范
始
興
一
作
求
レ
立
二
太
宰
碑
一
表
」

（
文
選
巻
三
十
八
）
に
、「
臣
雲
言
、
原
夫
、
存
二
樹
風
猷
一
」
と
表
の

中
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
日
本
で
は
、『
日
本
書
紀
』（
巻
二
十
五
・
大



― 42 ―

藤原浜成『歌経標式』序　注釈（小西・黄）

化
二
年
（
六
四
六
）
八
月
十
四
日
）
の
詔
に
、「
詔
曰
、
原
夫
、
天
地

陰
陽
、
不
レ
使
二
四
時
相
乱
一。
惟
此
天
地
、
生
二
乎
万
物
一
」
と
あ
る
。

○
歌
者
、�
所
以
感
鬼
神
之
幽
情
、慰
天
人
之
恋
心
者
也
―
和
歌
は
、荒
々

し
い
鬼
神
の
心
の
奥
底
に
秘
め
た
思
い
を
動
か
し
、
天
上
の

人
々
の
恋
し
く
思
い
合
う
心
を
安
ら
げ
る
も
の
で
あ
る
。

　

本
文
は
、「
感
鬼
神
之
幽
情
」、「
慰
天
人
之
恋
心
」
と
あ
る
が
、
そ

れ
ぞ
れ
後
句
の
「
異
於0

風
俗
之
言
語
」、「
長
於0

遊
楽
之
精
神
」
と
対
と

な
っ
て
い
る
た
め
、本
句
の「
於
」が
脱
落
し
た
か
、或
は
後
句
の「
於
」

が
挿
入
さ
れ
た
か
の
い
ず
れ
か
の
場
合
が
想
定
さ
れ
る
。

　

本
句
の
構
文
と
し
て
は
、「
Ａ
者
、
所
以
、
Ｂ
者
」
で
、
Ａ
は
Ｂ
す

る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
い
う
意
。「
所
以
」
は
、「
～
す
る
こ
と
が
で

き
る
」
と
い
う
可
能
の
意
を
示
し
、
文
末
の
「
者
」
は
動
詞
句
を
体
言

化
す
る
働
き
を
持
つ
。『
礼
記
』
坊
記
に
「
夫
礼
者
、
所
三
以
、
章
レ
疑

別
レ
微
、
以
為
二
民
坊
一
者
也
」
と
、
同
様
の
構
文
が
見
え
る
。

　

歌
が
鬼
神
の
心
を
動
か
す
と
い
う
発
想
は
、
先
行
注
釈
が
す
で
に
指

摘
す
る
通
り
、『
毛
詩
』
大
序
の
「
故
正
二
得
失
一、
動
二
天
地
一、
感
二
鬼

神
一、
莫
レ
近
二
於
詩
一
」
や
、
梁
鐘
嶸
『
詩
品
』
巻
上
の
「
動
二
天
地
一、

感
二
鬼
神
一、
莫
レ
近
二
於
詩
一
」
に
見
え
、
天
地
や
鬼
神
の
心
を
動
か
す

の
に
詩
以
上
の
も
の
は
な
い
と
い
う
文
辞
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。『
古

今
和
歌
集
』
仮
名
序
及
び
真
名
序
も
、『
毛
詩
』
大
序
を
踏
ま
え
、
和

歌
を
「
ち
か
ら
を
も
い
れ
ず
し
て
あ
め
つ
ち
を
う
ご
か
し
、
め
に
見
え

ぬ
お
に
神
を
も
あ
は
れ
と
お
も
は
せ
、
を
と
こ
を
む
な
の
な
か
を
も
や

は
ら
げ
、
た
け
き
も
の
の
ふ
の
心
を
も
な
ぐ
さ
む
る
は
う
た
な
り
」、

「
動
二
天
地
一、
感
二
鬼
神
一、
化
二
人
倫
一、
和
二
夫
婦
一、
莫
レ
宜
二
於
和
歌
一
」

と
位
置
づ
け
る
。

　
「
幽
情
」
は
、
心
の
奥
底
に
秘
め
た
思
い
。
思
い
が
助
長
す
る
と
い

う
表
現
は
、
王
義
之
「
蘭
亭
序
」（
晋
書
巻
八
十
・
王
義
之
伝
）
に
「
雖

レ
無
二
糸
竹
管
絃
之
盛
一、
一
觴
一
詠
、
亦
足
三
以
暢
二
敘
幽
情
一
」
と
見
え

る
。
日
本
で
は
、
石
上
宅
嗣
「
小
山
賦
」（
経
国
集
巻
一
）
に
「
騁
二

幽
情
於
万
物
一、
拠
二
蟻
垤
一
而
有
レ
余
」
と
あ
る
。

　
「
天
人
」
は
、「
歌
式
注
」
で
は
、「「
天
人
」
は
天
孫
、「
鬼
神
」
は

味
耜
高
彦
根
神
と
対
応
す
る
か
」
と
、
後
句
「
龍
女
…
」、「
味
耜
…
」

に
記
さ
れ
る
神
話
と
の
関
わ
り
を
指
摘
す
る
。
し
か
し
、
本
注
釈
で
は
、

以
下
の
よ
う
に
本
句
お
よ
び
後
句
「
韻
者
…
」
ま
で
は
、
前
句
「
原
ぬ

れ
ば
夫
れ
」
を
承
け
て
お
り
、
和
歌
の
本
質
を
総
括
し
て
説
い
た
箇
所

で
、「
故
に
」
以
下
が
、
本
句
及
び
「
韻
者
…
」
の
内
容
を
具
体
的
な

例
歌
を
以
て
提
示
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
本
句
は
ま
だ
神
話
の
内
容
に

及
ぶ
も
の
で
は
な
く
、「
天
人
」
は
、「
龍
女
…
」、「
味
耜
…
」
の
内
容

を
含
め
ず
単
に
天
界
の
者
と
解
す
。「
天
人
」
と
い
う
語
自
体
は
、
神

仙
界
の
者
と
し
て
『
列
仙
伝
』
犢
子
に
「
常
過
二
酤
酒
陽
都
家
一。
陽
都

女
者
、
市
中
酤
酒
家
女
、
眉
生
而
連
、
耳
細
而
長
。
衆
以
レ
為
レ
異
、

皆
言
此
天
人
也
」
と
見
え
る
。
ま
た
仏
教
で
は
『
華
厳
経
』
巻
六
十
九
・

入
法
界
品
第
三
十
九
之
十
に
「
地
震
出
二
妙
音
一　

普
告
二
仏
与
一レ
世　

天

人
龍
神
衆　

一
切
皆
歓
喜
」
と
あ
る
よ
う
に
、
六
道
の
中
の
天
上
界
の

者
を
い
う
。
さ
ら
に
日
本
で
は
、『
万
葉
集
』（
巻
十
・
秋
雑
歌
・
七
夕
・
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二
〇
九
〇
）
の
「
狛こ

ま

錦に
し
き 

紐ひ
も

解と
き

易か
わ

之し 

天あ
め

人ひ
と

乃の 

妻つ
ま

問と
ふ

夕よ
ひ

叙ぞ 

吾わ
れ

裳も

将し
の
ば

偲む

」

と
い
う
よ
う
に
彦
星
の
こ
と
を
「
天
人
」
と
表
記
す
る
例
も
あ
る
。
本

注
釈
で
は
こ
れ
ら
を
総
じ
て
、「
天
人
」
を
人
間
界
の
存
在
で
は
な
い

者
と
し
て
捉
え
る
。

　
「
恋
心
」は
、恋
し
く
思
う
心
。仏
典
に
多
く
見
え
る
語
。例
え
ば
、『
華

厳
経
』
巻
三
十
五
・
十
地
品
第
二
十
六
之
二
に
「
当
レ
起
二
十
種
深
心
一。

何
等
為
レ
十
。
所
謂
正
直
心
、
柔
軟
心
、
堪
能
心
、
調
伏
心
。
寂
静
心
、

純
善
心
、
不
雜
心
、
無
レ
顧
二
恋
心
一、
広
心
、
大
心
」
と
い
う
よ
う
に

十
種
類
の
深
心
の
一
つ
と
あ
る
。
ま
た
、
中
唐
の
姚
鵠
「
将
レ
帰
レ
蜀

留
献
二
恩
地
僕
射
一　

二
首
」
に
も
「
蒿
来
詎
報
生
二
成
徳
一、
犬
馬
空
懐

感
二
恋
心
一
」と
見
え
る
。な
お
、本
序
の
後
句「
龍
女
帰
海
…
」は
、『
日

本
書
紀
』
や
『
古
事
記
』
に
描
か
れ
る
彦
火
火
出
見
尊
と
豊
玉
姫
の
神

話
を
踏
ま
え
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
う
ち
の
『
古
事
記
』
上
巻
に
「
於

レ
是
海
神
之
女
、
豊
玉
毘
売
命
、
自
参
出
白
之
、
妾
已
妊
身
、
今
臨
二

産
時
一。
此
念
、
天
神
之
御
子
、
不
レ
可
レ
生
二
海
原
一。
故
、
参
出
到
也
…

然
後
者
、
雖
レ
恨
二
其
伺
情
一、
不
レ
忍
二
恋
心
一、
因
下
治
二
養
其
御
子
一
之

縁
上、
附
二
其
弟
玉
依
毘
売
一
而
、
献
レ
歌
之
」
と
「
恋
心
」
の
語
が
見
え
る
。

こ
れ
は
海
に
帰
る
豊
玉
姫
を
夫
の
彦
火
火
出
見
尊
が
恋
し
く
思
い
歌
を

贈
る
場
面
（「
龍
女
帰
海
…
」
項
・
Ⅲ
「
古
事
記
」
参
照
）
で
、
本
序

の
「
恋
心
」
も
こ
れ
を
踏
ま
え
た
も
の
か
。

○
韻
者
、�

所
以
異
於
風
俗
之
言
語
、
長
於
遊
楽
之
精
神
者
也
―
音
の
響

き
は
、
各
土
地
土
地
の
言
葉
を
違
う
言
葉
に
し
、
楽
し
み
興

じ
る
心
を
助
長
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。

　

本
文
の
「
於
」
に
つ
い
て
は
、
前
句
「
歌
者
、
所
以
感
鬼
情
…
」
項

参
照
。

　
「
韻
」
は
、
音
の
響
き
。

　
「
風
俗
之
言
語
」
は
、
そ
の
土
地
や
地
方
の
言
葉
。「
風
俗
」
が
そ
の

地
方
の
風
習
と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
る
の
は
、『
毛
詩
』
大
序
に
「
先

王
以
レ
是
経
二
夫
婦
一、
成
二
孝
敬
一、
厚
二
人
倫
一、
美
二
教
化
一、
移
二
風
俗
一
」

と
見
え
る
の
が
著
名
。
ま
た
、『
日
本
書
紀
』
巻
十
三
允
恭
天
皇
・
四

十
二
年
（
四
五
三
）
冬
十
一
月
に
は
、「
爰
新
羅
人
、
恒
愛
二
京
城
傍

耳
成
山
・
畝
傍
山
一。
則
到
二
琴
引
坂
一、
顧
レ
之
曰
、
宇う

泥ね

咩め

巴は

椰や

。

弥み

み々

巴は

椰や

。
是
未
レ
習
二
風
俗
之
言
語
一。
故
訛
二
畝
傍
山
一、
謂
二
宇う

泥ね

咩め

一、

訛
二
耳
成
山
一、
謂
二
瀰み

み々

耳
一
」
と
あ
る
。
新
羅
の
人
は
「
風
俗
之
言
語
」

に
慣
れ
て
お
ら
ず
、「
う
ね
び
や
ま
」
を
「
う
ね
め
」、「
み
み
な
し
や
ま
」

を
「
み
み
」
と
言
っ
た
と
い
う
文
意
で
、「
風
俗
之
言
語
」
が
、
そ
の

地
方
や
地
域
の
言
葉
の
意
味
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

　
「
遊
楽
之
情
神
」
は
、
楽
し
み
興
じ
る
心
。『
爾
雅
』
巻
一
に
は
「
怡
、

…
般
、
楽
也
」
と
「
楽
」
と
同
意
の
字
が
列
挙
さ
れ
て
お
り
、「
般
」

の
疏
に
「
般
者
遊
楽
也
。
周
頌
篇
名
也
。
鄭
箋
云
、
般
楽
也
。
皆
見
レ
詩
」

と
「
遊
楽
」
の
語
が
見
え
る
。「
遊
楽
」
は
、
こ
の
他
、『
妙
法
蓮
華
経
』

巻
五
・
如
来
寿
量
品
第
十
六
に
「
宝
樹
多
二
花
菓
一　

衆
生
所
二
遊
楽
一
」

と
仏
典
に
も
見
え
る
他
、
日
本
で
も
『
常
陸
国
風
土
記
』
筑
波
郡
に
「
飲

食
豊
富　

代
代
無
レ
絶　

日
日
弥
栄　

千
秋
万
歳　

遊
楽
不
レ
窮
者
」

と
あ
る
。
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「
長
」
は
、
助
長
さ
せ
る
こ
と
。
音
楽
や
歌
に
よ
っ
て
心
が
助
長
す

る
と
い
う
表
現
は
、
後
の
例
に
は
な
る
が
、
劉
禹
錫
「
酬
二
楽
天
揚
州

初
逢
席
上
見
一レ
贈
」
に
「
今
日
聴
二
君
歌
一
曲
一、
暫
憑
二
杯
酒
一
長
二
精

神
一
」
と
見
え
る
。

龍
女
帰
海
、
天
孫
贈
於
恋
婦
之
歌
、
味
耜
昇
天
、
会
者
作
称
威
之
詠
、

並
尽
雅
妙
音
韻
之
始
也
。

○
龍
女
帰�

海
、
天
孫
贈
於
恋
婦
之
歌
―
海
神
の
娘
で
あ
る
豊
玉
姫
が
海

に
帰
る
時
、
夫
で
あ
る
彦
火
火
出
見
尊
は
妻
を
恋
い
慕
う
歌

を
贈
っ
た
。

　

本
文
は
、「
天
孫
贈
於0

恋
婦
」
と
あ
る
が
、
こ
の
箇
所
は
後
句
の
「
会

者
作
称
威
」
と
の
対
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
従
っ
て
本
句
の
「
於
」

が
挿
入
さ
れ
た
か
、
或
は
後
句
の
「
於
」
が
脱
落
し
た
も
の
か
の
い
ず

れ
か
が
考
え
ら
れ
る
。

　

本
句
は
、『
歌
式
』（
Ⅰ
）
が
「
短
歌
」（
雅
体
四
）
で
挙
げ
る
例
歌
、

「
於お

岐き

都つ

等と

利り 

可か

母も

都つ

久く

旨し

麻ま

尓に 

和わ

我が

伊ゐ

祢ね

旨し 

伊い

母も

波は

和わ

須す

礼れ

自じ　

与よ

能の

己こ

止と

己ご

止と

耳に

」
と
対
応
す
る
。
こ
れ
は
、『
日
本
書
紀
』
や
『
古

事
記
』
に
見
え
る
神
話
に
基
づ
く
も
の
で
、
本
句
の
「
龍
女
」
は
豊と

よ

玉た
ま

姫び
め

、「
天
孫
」
は
彦ひ

こ

火ほ

火ほ

出で

見み
の

尊み
こ
と

を
指
す
。
以
下
、
そ
れ
ぞ
れ
の
対
応

箇
所
を
掲
げ
る
。

Ⅰ
『
歌
経
標
式
』（
雅
体
・
四
・
短
歌
）

　

四
短
歌　

�

以
二
五
句
一
為
二
一
絶
一。
第
三
終
字
為
二
一
韻
一、
第
五

句
終
字
為
二
終
韻
一。

　
　

彦
火
火
出
見
天
皇
贈
二
海
龍
女
一
歌
云
。

　

�

於お

岐き

都つ

等と

利り 

可か

母も

都つ

久く

旨し

麻ま

尓に 

和わ

我が

伊ゐ

祢ね

旨し 

伊い

母も

波は

和わ

須す

礼れ

自じ　

与よ

能の

己こ

止と

己ご

止と

耳に

Ⅱ
『
日
本
書
紀
』
巻
二
（
神
代
下 

第
十
段
・
一
書
第
三
）

　

①
先
レ
是
、
豊
玉
姫
謂
二
天
孫

0

0

一
曰
、
妾
已
有
娠
也
。
天
孫

0

0

之
胤
、

豈
可
レ
産
二
於
海
中
一
乎
。
②
故
当
産
時
、
必
就
二
君
所
一。
如
為
レ
我

造
二
屋
於
海
辺
一、
以
相
待
者
、
是
所
望
也
。
故
彦
火
火
出
見
尊
、

已
還
レ
郷
、
即
以
二
鸕
鶿
之
羽
一、
葺
為
二
産
屋
一。
屋
蓋
未
レ
及
レ
合
、

豊
玉
姫
自
馭
二
大
亀
一、
将
二
女
弟
玉
依
姫
一、
光
レ
海
来
到
。
時
孕
月

已
満
、
産
期
方
急
。
由
レ
此
、
不
レ
待
二
葺
合
一、
径
入
居
焉
。
③
已

而
従
容
謂
二
天
孫
一
曰
、
妾
方
産
、
請
勿
臨
之
。
④
天
孫
心
怪
二
其

言
一
窃
覘
之
。
⑤
則
化
二
為
八
尋
大
鰐
一。
⑥
而
知
二
天
孫
視
其
私

屏
一、
深
懐
二
慙
恨
一。
既
児
生
之
後
、
天
孫

0

0

就
而
問
曰
、
児
名
何
称

者
当
可
乎
。
対
曰
、
宜
レ
号
二
彦
波
瀲
武
鸕
鶿
草
葺
不
合
尊
一。
言

訖
乃
渉
レ
海
径
去
。
⑦
于
時
、
彦
火
火
出
見
尊
、
乃
歌
之
曰
、
飫お

企き

都つ

鄧と

利り
　

、
軻か

茂も

豆づ

勾く

志し

磨ま

爾に
　

、
和わ

我が

謂ゐ

祢ね

志し
　

、
伊い

茂も

播は

和わ

素す

邏ら

珥じ
　

、
誉よ

能の

拠こ

鄧と

馭ご

と

母も
　

。

Ⅲ
『
古
事
記
』（
巻
上
）

　

①
於
是
、
海
神
之
女
豊
玉
毘
売
命
、
自
参
出
白
之
、
妾
、
已
妊

身
。今
、臨
二
産
時
一、
此
念
、
天
神
之
御
子
、
不
レ
可
レ
生
二
海
原
一。
故
、
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参
出
到
也
。
②
爾
、
即
於
二
其
海
辺
波
限
一、
以
二
鵜
羽
一
為
二
葺
草
一、

造
二
産
殿
一。
於
是
、其
産
殿
未
葺
合
、
不
レ
忍
二
御
腹
之
急
一。
故
、
入
二

坐
産
殿
一。
爾
、
将
二
方
産
一
之
時
、
白
二
其
日
子
一
言
、
凡
他
国
人
者
、

臨
二
産
時
一、
以
二
本
国
之
形
一
産
生
。
故
、
妾
、
③
今
以
二
本
身
一
為

レ
産
。
願
、
勿
レ
見
レ
妾
。
④
於
是
、
思
レ
奇
二
其
言
一、
窃
伺
二
其
方

産
一
者
、
⑤
化
二
八
尋
和
迩
一
而
、
匍
匐
委
蛇
。
即
見
驚
畏
而
、
遁
退
。

⑥
爾
、
豊
玉
毘
売
命
、知
二
其
伺
見
之
事
一、
以
二
為
心
恥
一、
乃
生
二

置
其
御
子
一
而
、
白
、
妾
、
恒
通
二
海
道
一
欲
二
往
来
一。
然
、
伺
二
見

吾
形
一、
是
甚
怍
之
、
即
塞
二
海
坂
一
而
、
返
入
。
是
以
、
名
二
其
所

レ
産
之
御
子
一、
謂
二
天
津
日
高
日
子
波
限
建
鵜
葺
草
葺
不
合
命
一。

⑧
然
後
者
、
雖
レ
恨
二
其
伺
情
一、
不
レ
忍
二
恋
心
一、
因
下
治
二
養
其
御

子
一
之
縁
上、
附
二
其
弟
玉
依
毘
売
一
而
、
献
レ
歌
之
。其
歌
曰
、
阿あ

加か

陀だ

麻ま

波は 

袁を

佐さ

閉へ

比ひ

迦か

礼れ

杼ど　

斯し

良ら

多た

麻ま

能の 
岐き

美み

何か

余よ

曽そ

比ひ

斯し 

多た

布ふ

斗と

久く

阿あ

理り

祁け

理り

⑨
答
歌
曰
、
意お

岐き

都つ

登と

理り
　
　
加か

毛も

度ど

久く

斯し

麻ま

迩に
　
　
和わ

賀が

韋ゐ

泥ね

斯し
　
　
伊い

毛も

波は

和わ

須す

礼れ

士じ
　
　
余よ

能の

許こ

登と

碁ご

登と

迩に

　

神
話
の
概
要
は
、『
日
本
書
紀
』（
Ⅱ
）、『
古
事
記
』（
Ⅲ
）
と
も
に
、

内
容
の
前
後
は
あ
る
も
の
の
、
①
臨
月
の
豊
玉
姫
は
夫
の
彦
火
火
出
見

尊
の
い
る
海
辺
に
や
っ
て
き
て
、
②
彦
火
火
出
見
尊
は
、
産
屋
を
作
る
。

③
豊
玉
姫
は
、
決
し
て
中
を
覗
か
な
い
よ
う
に
と
い
う
。
④
し
か
し
、

彦
火
火
出
見
尊
は
、
禁
を
破
っ
て
の
ぞ
き
見
を
し
て
し
ま
う
。
⑤
す
る

と
、
豊
玉
姫
は
八
尋
大
鰐
に
化
身
し
て
い
た
。
⑥
醜
い
姿
を
見
ら
れ
た

の
を
心
外
と
し
た
姫
は
、
児
の
名
を
産
屋
の
屋
根
が
葺
き
合
わ
な
か
っ

た
こ
と
に
因
ん
で
名
付
け
た
名
を
言
い
、
海
に
帰
っ
て
し
ま
っ
た
、
と

い
う
展
開
ま
で
は
変
わ
ら
な
い
。
た
だ
し
、
彦
火
火
出
見
尊
が
歌
を
贈

る
経
緯
は
や
や
異
な
る
。『
日
本
書
紀
』（
Ⅱ
）
で
は
、
⑦
海
に
帰
っ
て

ゆ
く
豊
玉
姫
に
対
し
て
彦
火
火
出
見
尊
が
一
方
的
に
贈
る
。
一
方
、『
古

事
記
』（
Ⅲ
）
で
は
、
⑧
の
ぞ
き
見
し
た
彦
火
火
出
見
尊
を
恨
み
な
が

ら
も
、
恋
し
く
思
う
気
持
ち
を
抑
え
き
れ
な
い
豊
玉
姫
が
弟
の
玉
依
毘

売
に
歌
を
託
す
。
⑨
彦
火
火
出
見
尊
は
、
そ
の
歌
に
答
え
る
と
い
う
形

で
本
歌
を
返
す
。

　

本
句
は
、
底
本
に
拠
る
と
「
天
孫
婦0

を
恋
ふ
る
歌
」
と
解
す
こ
と
が

で
き
る
。
真
本
で
は
「
天
孫
帰0

る
を
恋
ふ
る
歌
」
と
「
婦
」
が
「
帰
」

と
な
っ
て
い
る
が
、『
日
本
書
紀
』
の
彦
火
火
出
見
尊
が
海
に
帰
る
妻0

に
対
し
て
歌
を
贈
っ
た
と
い
う
文
脈
を
踏
ま
え
る
と
、
底
本
の
通
り

「
婦
」
で
解
釈
で
き
る
だ
ろ
う
。

　
「
龍
女
」
は
、『
歌
式
』（
Ⅰ
）
に
も
「
彦
火
火
出
見
天
皇
贈
二
海
龍

女
一
」
と
あ
る
よ
う
に
、
豊
玉
姫
の
こ
と
を
「
海
龍
女
」
と
称
し
て
い
る
。

し
か
し
、
右
に
見
た
『
日
本
書
紀
』
と
『
古
事
記
』
の
神
話
で
は
、
豊

玉
姫
を
「
海
神
」
の
娘
と
は
す
る
も
の
の
、「
龍
女
」
や
「
海
龍
女
」

と
は
称
し
て
お
ら
ず
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
疑
問
が
残
る
。
た
だ
、『
日

本
書
紀
』
巻
二
（
神
代
下　

第
十
段
・
正
文
）
に
、
右
に
見
た
神
話
と

同
型
の
話
が
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
こ
で
は
豊
玉
姫
が
出
産
時
に
龍
の
姿

に
な
っ
て
い
る
。
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Ⅳ
『
日
本
書
紀
』
巻
二
（
神
代
下　

第
十
段
・
正
文
）

　

後
豊
玉
姫
、
果
如
二
前
期
一、
将
二
其
女
弟
玉
依
姫
一、
直
冒
二
風
波
一、

来
二
到
海
辺
一。
逮
二
臨
産
時
一、
請
曰
、
妾
産
時
、
幸
勿
以
看
之
。

天
孫
猶
不
レ
能
レ
忍
、
窃
往
覘
之
。
豊
玉
姫
方
産
化
二
為
龍
一。
而
甚

慙
之
曰
、
如
有
レ
不
レ
辱
レ
我
者
、
則
使
二
海
陸
相
通
一、
永
無
二
隔

絶
一。
今
既
辱
之
。
将
三
何
以
結
二
親
昵
之
情
一
乎
、
乃
以
レ
草
裹
レ
兒
、

棄
二
之
海
辺
一、
閉
二
海
途
一
而
径
去
矣
。
故
、
因
以
名
レ
児
、
曰
二
彦

波
瀲
武
鸕
鷀
草
葺
不
合
尊
一。
後
久
之
、
彦
火
火
出
見
尊
崩
。
葬
二

日
向
高
屋
山
上
陵
一。

　

先
に
見
た
箇
所
で
は
、『
日
本
書
紀
』（
Ⅱ
）『
古
事
記
』（
Ⅲ
）
と
も

に
、
出
産
時
の
豊
玉
姫
は
ワ
ニ
の
姿
に
な
っ
て
い
た
が
、
こ
こ
で
は
龍

に
な
っ
て
い
た
と
あ
る
。
本
場
面
は
歌
の
贈
答
は
記
さ
な
い
が
、
豊
玉

姫
か
ら
龍
が
連
想
さ
れ
る
箇
所
で
は
あ
る
。

　
「
天
孫
」
は
、
天
照
大
神
の
子
孫
。
彦
火
火
出
見
尊
は
、
天
照
大
神

―
天あ

ま
の

忍お
し

穂ほ

耳み
の

命み
こ
と

―
瓊に

瓊に

杵ぎ
の

尊み
こ
と

―
彦
火
火
出
見
尊
と
い
う
系
譜
で
、
天

照
大
神
の
子
孫
に
あ
た
る
。
彦
火
火
出
見
尊
を
「
天
孫
」
と
称
す
の
は

『
日
本
書
紀
』（
Ⅱ
）
に
見
え
た
。

　

本
句
が
『
古
事
記
』
に
拠
る
か
『
日
本
書
紀
』
に
拠
る
か
と
い
う
点

で
あ
る
が
、
ま
ず
歌
を
贈
る
経
緯
と
し
て
は
、『
古
事
記
』（
Ⅲ
）
で
は
、

⑧
豊
玉
姫
が

0

0

0

0

彦
火
火
出
見
を
恋
し
く
思
う
心
を
抑
え
き
れ
ず
に
歌
を
贈

り
、
彦
火
火
出
見
尊
が
そ
れ
に
返
歌
を
す
る
。
対
し
て
『
日
本
書
紀
』

（
Ⅱ
）
で
は
、
⑦
海
に
帰
っ
て
ゆ
く
豊
玉
姫
に
対
し
て
彦
火
火
出
見
尊

0

0

0

0

0

0

が
一
方
的
に
贈
る
。
先
述
し
た
よ
う
に
「
天
孫
婦
を
恋
ふ
る
歌
」
と
底

本
の
通
り
解
し
た
場
合
、「
天
孫

0

0

」（
彦
火
火
出
見
尊

0

0

0

0

0

0

）
が
妻
を
恋
し
く

思
っ
て
い
る
と
い
う
主
述
関
係
に
な
る
の
で
、『
日
本
書
紀
』（
Ⅱ
）
の

方
が
近
し
い
か
。
ま
た
、
彦
火
火
出
見
尊
を
「
天
孫
」
と
称
す
る
こ
と

（
Ⅱ
）、
豊
玉
姫
が
龍
に
化
し
て
い
た
こ
と
（
Ⅳ
）
な
ど
も
踏
ま
え
る
と
、

本
句
は
『
古
事
記
』
よ
り
も
『
日
本
書
紀
』
に
拠
る
と
考
え
た
方
が
良

い
だ
ろ
う
。

○
味
耜
昇�

天
、
会
者
作
称
威
之
詠
―
味
耜
高
彦
根
神
が
（
親
友
の
天
稚

彦
を
弔
う
た
め
に
）天
に
昇
っ
た
時
、（
天
稚
彦
の
告
別
式
に
）

参
集
し
た
者
が
味
耜
高
彦
根
神
の
威
光
を
称
え
て
歌
を
詠
ん

だ
。

　

本
文
に
つ
い
て
は
前
句
の
「
龍
女
帰
海
…
」
項
参
照
。
底
本
、
真
本

系
す
べ
て
に
お
い
て
「
味
耕4

」
と
な
っ
て
い
る
が
、『
日
本
書
記
』
に

拠
り
、「
味
耜4

」
に
校
訂
し
た
。

　

本
句
も
『
歌
式
』（
Ⅴ
）
が
「
長
歌
」（
雅
体
五
）
と
し
て
挙
げ
る
例

歌
、「
阿あ

女め

那な

留る

夜や 

於お

等と

他た

那な

馬ば

他た

能の 

有う

那な

可が

勢せ

留る 

他た

麻ま

能の

美み

須す

麻ま

呂ろ 

美み

須す

麻ま

呂ろ

能の 

阿あ

那な

他た

麻ま

波は

夜や

美み 

他た

尓に

不ふ

他た

和わ

他た

留る 

阿あ

知ぢ

須す

岐き

能の

可か

味み

」
と
対
応
す
る
。
こ
れ
も
『
古
事
記
』
や
『
日
本
書
紀
』
の
記
す

神
話
を
踏
ま
え
た
も
の
で
、
本
句
の
「
味
耜
」
は
味あ

ぢ

耜す
き

高た
か

彦ひ
こ

根ね
の

神か
み

、「
会

者
」
は
、
天あ

め

稚わ
か

彦ひ
こ

の
告
別
式
に
参
集
し
た
者
を
指
す
。
以
下
、
そ
れ
ぞ

れ
の
対
応
箇
所
を
掲
げ
る
。
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Ⅴ
『
歌
経
標
式
』（
雅
体
・
五
・
長
歌
）

　
　
　

五
長
歌　

二
句
終
字
為
二
一
韻
一。
如
レ
此
展
転
相
望
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

弔
二
天
稚
彦
一
会
者

0

0

歌
云
。

　
　
　

阿あ

女め

那な

留る

夜や

於お

等と

他た

那な

馬ば

他た

能の　
　
　

一
韻

　
　
　

有う

那な

可が

勢せ

留る

他た

麻ま

能の

美み

須す

麻ま

呂ろ　
　
　

二
韻

　
　
　

美み

須す

麻ま

呂ろ

能の

阿あ

那な

他た

麻ま

波は

夜や

美み　
　
　

三
韻

　
　
　

他た

尓に

不ふ

他た

和わ

他た

留る

阿あ

知ぢ

須す

岐き

能の

可か

味み　

四
韻

Ⅵ
『
日
本
書
紀
』
巻
二
（
神
代
下 
第
九
段
・
一
書
第
一
）

①
時
天
稚
彦
之
妻
子
、
従
レ
天
降
来
、
将
レ
柩
上
去
、
而
於
レ
天
作
二

喪
屋
一
殯
哭
之
。
先
レ
是
、
天
稚
彦
与
二
味
耜
高
彦
根
神
一
友
善
。

故
味
耜
高
彦
根
神
、
登
レ
天
弔
レ
喪
大
臨
焉
。
②
時
此
神
形
貌
、

自
二
与
天
稚
彦
一
恰
然
相
似
。
③
故
天
稚
彦
妻
子
等
、
見
而
喜
之
曰
、

吾
君
猶
在
。
則
攀
二
持
衣
帯
一。
不
レ
可
二
排
離
一。
④
時
味
耜
高
彦
根

神
忿
日
、朋
友
喪
亡
。故
吾
即
来
弔
。
如
何
誤
二
死
人
於
我
一
耶
、

⑤
乃
抜
二
十
握
剣
一、
斫
二
倒
喪
屋
一。
其
屋
墮
而
成
レ
山
。
此
則
美
濃

国
喪
山
是
也
。
世
人
悪
下
以
二
死
者
誤
上レ
己
、
此
其
縁
也
。
時
味

耜
高
彦
根
神
光
儀
華
艶
、
映
二　

于
二
丘
二
谷
之
間
一。
故
、
Ａ
喪
会

0

0

者0

歌
之
曰
、
或
云
、
味
耜
高
彦
根
神
之
Ｂ
妹
下
照
媛

0

0

0

0

、
欲
レ
令
下

衆
人
知
中
映
二
丘
谷
一
者
、
是
味
耜
高
彦
根
神
上。
故
歌
之
曰
、
阿あ

妹め

奈な

屢る

夜や
　
　
乙お

登と

多た

奈な

婆ば

多た

廼の
　
　
汗う

奈な

餓が

勢せ

屢る
　
　
多た

磨ま

廼の

弥み

素す

磨ま

屢る

廼の　

阿あ

奈な

陀た

磨ま

波は

夜や
　
　
弥み

多た

爾に
　
　
輔ふ

柁た

和わ

柁た

羅ら

須す
　
　
阿あ

泥ぢ

素す

企き

多た

伽か

避ひ

顧こ

祢ね

。
又
歌
之
曰
、
阿あ

磨ま

佐さ

箇か

屢る 

避ひ

奈な

菟つ

謎め

廼の 

以い

和わ

多た

邏ら

素す

西せ

渡と 

以い

嗣し

箇か

播は

箇か

柁た

輔ふ

智ち 

箇か

多た

輔ふ

智ち

爾に 

阿あ

弥み

播は

利り

和わ

柁た

嗣し 

妹め

慮ろ

予よ

嗣し

爾に　

豫よ

嗣し

予よ

利り

処こ

祢ね 

以い

嗣し

箇か

播は

箇か

柁た

輔ふ

智ち

。此
両
首
歌
辞
、

今
号
夷
曲
。

Ⅶ
『
古
事
記
』（
巻
上
）

①
此
時
、
阿
遅
志
貴
高
日
子
根
神
到
而
、
弔
二
天
若
日
子
之
喪
一
時
、

③
自
レ
天
降
到
、
天
若
日
子
之
父
、
亦
、
其
妻
、
皆
哭
云
、我
子
者
、

不
レ
死
有
祁
理
。
我
君
者
、
不
レ
死
坐
祁
理
、
云
、
取
二
懸
手
足
一

而
哭
悲
也
。
②
其
過
所
以
者
、
此
二
柱
神
之
容
姿
、
甚
能
相
似
。

故
是
以
、
過
也
。
④
於
是
、
阿
遅
志
貴
高
日
子
根
神
、
大
怒
曰
、

我
者
、
有
二
愛
友
一
故
、
弔
来
耳
。
何
吾
比
二
穢
死
人
一、
云
而
、
⑤

抜
下
所
二
御
佩
一
之
十
掬
剣
上、
切
二
伏
其
喪
屋
一、
以
レ
足
蹶
離
遣
。
此

者
、
在
二
美
濃
国
藍
見
河
之
河
上
一
喪
山
之
者
也
。
其
、
持
所
レ
切

大
刀
名
、
謂
二
大
量
一、
亦
名
、
謂
二
神
度
剣
一。

　

故
、
阿
治
志
貴
高
日
子
根
神
者
、
忿
而
飛
去
之
時
、
其
B́
伊
呂

0

0

妹
高
比
売
命

0

0

0

0

0

、
思
レ
顕
二
其
御
名
一。
故
、
歌
曰
、
阿あ

米め

那な

流る

夜や 

淤お

登と

多た

那な

婆ば

多た

能の 

宇う

那な

賀が

世せ

流る 

多た

麻ま

能の

美み

須す

麻ま

流る
に 

美み

須す

麻ま

流る

迩に　

阿あ

那な

陀た

麻ま

波は

夜や 

美み

多た

迩に　

布ふ

多た

和わ

多た

良ら

須す　

阿あ

治ぢ

志し

貴き

多た

迦か

比ひ

古こ

泥ね

能の 

迦か

微み

曽ぞ

。
此
歌
者
、
夷
振
也
。

神
話
の
概
要
と
対
応
箇
所
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　

①
味
耜
高
彦
根
神
は
、
返
し
矢
で
死
ん
だ
天
稚
彦
の
告
別
式
に
会
葬

す
る
が
、
②
そ
の
容
姿
が
天
稚
彦
と
酷
似
し
て
い
た
た
め
、
③
遺
族
か
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ら
天
稚
彦
の
蘇
生
と
間
違
え
ら
れ
る
。
④
す
る
と
味
耜
高
彦
根
神
は
死

人
と
間
違
わ
れ
た
こ
と
を
大
い
に
怒
り
、
⑤
剣
を
抜
い
て
喪
屋
を
切
り

倒
す
。
こ
こ
ま
で
の
概
要
は
記
紀
と
も
に
お
お
よ
そ
同
じ
で
あ
る
が
、

こ
の
後
の
歌
が
詠
ま
れ
る
場
面
は
、
歌
を
詠
ん
だ
者
が
「
会
者
」
か
味

耜
高
彦
根
神
の
妹
の
「
下し

た

照で
る

姫ひ
め

」
か
と
い
う
点
で
記
述
に
相
違
が
あ
る
。

『
日
本
書
紀
』（
Ⅵ
）
で
は
、
味
耜
高
彦
根
神
の
威
厳
の
あ
る
姿
を
見
て

「
喪
会
者
」
が
歌
を
詠
ん
だ
と
す
る
（
傍
点
Ａ
）。
た
だ
し
、「
或
い
は

云
は
く
」
と
し
て
、
味
耜
高
彦
根
神
の
妹
「
下
照
姫
」
が
、
そ
の
威
厳

で
光
り
輝
く
者
は
味
耜
高
彦
根
神
で
あ
る
こ
と
を
明
か
そ
う
と
し
て
歌

を
詠
ん
だ
（
傍
点
Ｂ
）
と
い
う
伝
承
を
も
記
し
て
い
る
。
こ
の
伝
承
は

『
古
事
記
』（
Ⅶ
）
と
同
様
の
も
の
で
、『
古
事
記
』（
Ⅶ
）
で
は
、
味
耜

高
彦
根
神
の
妹
の
「
高た

か
ひ
め
の

比
売
命み

こ
と

」（
下
照
姫
の
異
名
。『
古
事
記
』
上

巻
に
「
高
日
子
根
神
。
次
妹
高
比
売
命
。
亦
名
、
下
光
比
売
命
」
と
あ

る
）
が
兄
の
名
を
知
ら
し
め
よ
う
と
し
て
歌
を
詠
ん
だ
（
傍
点
B́
）
と

す
る
。
本
句
は
「
会
者
」
が
歌
を
詠
ん
だ
と
す
る
の
で
『
日
本
書
紀
』

（
Ⅵ
）
と
一
致
す
る
。

　
「
会
者
」
に
つ
い
て
は
、『
日
本
書
紀
』（
Ⅵ
）
の
傍
点
Ａ
に
見
え
た

語
で
、
天
稚
彦
の
告
別
式
に
参
集
し
た
者
。
な
お
、『
歌
式
』（
Ⅴ
）
で

も
「
会
者
の
歌
」
と
す
る
。

　
「
称
威
」
は
、
味
耜
高
彦
根
神
の
威
厳
や
威
光
を
称
え
る
こ
と
。『
日

本
書
紀
』（
Ⅵ
）
に
「
時
に
、
味
耜
高
彦
根
神
、
光
儀
華
艶
し
く
し
て
、

二
丘
二
谷
の
間
に
映
る
」（
破
線
部
）
と
見
え
る
。
味
耜
高
彦
根
神
の

姿
が
二
つ
の
谷
に
照
り
映
え
る
様
子
を
記
し
て
お
り
、
こ
の
二
つ
の
谷

を
照
ら
す
様
子
は
、
歌
の
「
み
谷　

二
渡
ら
す
」
と
対
応
し
て
い
る
。

　

本
句
も
「
会
者
」
歌
を
詠
ん
だ
と
す
る
点
や
「
称
威
」
と
い
う
語
の

持
つ
味
耜
高
彦
根
神
の
威
光
を
称
え
る
と
い
う
印
象
な
ど
、『
日
本
書

紀
』（
Ⅵ
）
と
重
な
る
部
分
が
多
い
。
従
っ
て
、
本
序
の
両
句
（「
天
孫

贈
於
恋
婦
之
歌
」「
会
者
作
称
威
之
詠
」）
は
、
全
体
と
し
て
『
古
事
記
』

よ
り
『
日
本
書
紀
』
の
記
述
に
倣
っ
た
可
能
性
が
高
い
だ
ろ
う
。

○
並
尽
雅�

妙
音
韻
之
始
也
―
こ
れ
ら
の
二
首
は
美
し
い
韻
律
が
整
っ
た

そ
の
始
め
の
歌
で
あ
る
。

　
「
並
」
は
、
前
句
の
「
天
孫
贈
於
恋
婦
之
歌
」
と
「
会
者
作
称
威
之
詠
」

を
指
す
。

　
「
雅
妙
」
は
、
美
し
く
優
れ
て
い
る
と
い
う
意
。『
太
平
御
覧
』
巻
五

七
四
・
楽
部
十
二
・
舞
に「
楽
苑
曰
、羽
調
有〈
柘
枝
曲
〉、商
調
有〈
掘

柘
枝
〉。
此
舞
因
レ
曲
為
レ
名
。
用
二
二
女
童
一。
鮮
衣
帽
、
帽
施
二
金
鈴
一、

抃
転
有
レ
声
。
其
来
也
、
於
二
二
蓮
花
之
中
一
蔵
レ
之
、
花
坼
而
後
見
。

対
舞
中
之
雅
妙
者
也
」
と
あ
る
よ
う
に
女
性
の
美
し
い
容
姿
に
対
し
て

用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
本
序
の
よ
う
に
音
の
響
き
の
美
し
さ
を
い

う
例
は
仏
典
に
よ
く
見
え
、
例
え
ば
、『
華
厳
経
』
巻
十
四
「
経
賢
首
品
」

第
十
二
之
一
に
「
十
方
一
切
諸
妓
楽　

鐘
鼓
琴
瑟
非
二
一
類
一　

悉
奏

和
二
雅
妙
音
声
一　

靡
不
レ
従
二
於
掌
中
出
一
」
な
ど
が
あ
る
。

　
「
音
韻
」
は
、
歌
の
響
き
を
整
え
る
た
め
の
規
則
で
い
わ
ゆ
る
韻
律

の
こ
と
（「
令
他
悦
懌
…
」
項
「
病
」
注
参
照
）。
語
句
と
し
て
は
、『
詩

品
』
巻
下
に
韻
律
に
つ
い
て
述
べ
た
文
が
見
え
、「
故
三
祖
之
詞
、
文
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或
不
レ
工
、
而
韻
入
二
歌
唱
一、
此
重
二
音
韻
之
義
一
也
」
と
あ
る
。「
三
祖

の
詞
」
は
、
文
は
巧
み
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
音
韻
の
義
は
重
ん
じ
て

い
た
と
い
う
文
意
で
、
音
韻
の
重
要
性
を
説
く
本
序
と
通
ず
る
文
脈
で

あ
る
。

　
『
歌
式
』で
は
、中
国
の
韻
律
の
規
則
を
和
歌
に
転
用
し
て
お
り
、「
天

孫
贈
於
恋
婦
之
歌
」
を
「
短
歌
」、「
会
者
作
称
威
之
詠
」
を
「
長
歌
」

の
韻
律
の
規
則
を
踏
ま
え
た
例
歌
と
し
て
位
置
付
け
る
。
各
項
に
て
掲

げ
た
箇
所
を
再
掲
す
る
。

Ⅰ
『
歌
経
標
式
』（
雅
体
・
四
・
短
歌
）

　

四
短
歌　

�

以
二
五
句
一
為
二
一
絶
一。
第
三
終
字
為
二
一
韻
一、
第
五

句
終
字
為
二
終
韻
一。

　
　

彦
火
火
出
見
天
皇
贈
二
海
龍
女
一
歌
云
。

　

�

於お

岐き

都つ

等と

利り 

可か

母も

都つ

久く

旨し

麻ま

尓に 

和わ

我が

伊ゐ

祢ね

旨し 
伊い

母も

波は

和わ

須す

礼れ

自じ　

与よ

能の

己こ

止と

己ご

止と

耳に

Ⅴ
『
歌
経
標
式
』（
雅
体
・
五
・
長
歌
）

　
　
　
　

五
長
歌　

二
句
終
字
為
二
一
韻
一。
如
レ
此
展
転
相
望
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

弔
天
稚
彦
会
者
歌
云
。

　
　
　
　

阿あ

女め

那な

留る

夜や

於お

等と

他た

那な

馬ば

他た

能の　
　
　

一
韻

　
　
　
　

有う

那な

可が

勢せ

留る

他た

麻ま

能の

美み

須す

麻ま

呂ろ　
　
　

二
韻

　
　
　
　

美み

須す

麻ま

呂ろ

能の

阿あ

那な

他た

麻ま

波は

夜や

美み　
　
　

三
韻

　
　
　
　

他た

尓に

不ふ

他た

和わ

他た

留る

阿あ

知ぢ

須す

岐き

能の

可か

味み　

四
韻

　
　
　

二
句
能
字
是
一
韻
、
四
句
呂
字
是
二
韻
。
能
与
レ
呂
一
対
韻
。

六
句
美
字
是
当
二
三
韻
一、
八
句
味
字
是
四
韻
。
美
与
レ
味
是
一

対
韻
也
。
四
句
呂
字
、
六
句
尾
字
当
レ
韻
。
今
欲
レ
改
レ
韻
故

以
二
五
句
能
字
一
連
二
韻
於
四
句
呂
字
一
以
顕
レ
改
二
韻
之
節
一。
…

　

Ⅰ
で
は
、
短
歌
の
形
式
は
五
句
と
し
、
三
句
に
第
一
韻
字
、
五
句
に

第
二
韻
字
を
置
く
も
の
と
す
る
（「
歌
式
注
」
参
照
）。
つ
ま
り
、
韻
字

は
、
第
三
句
と
第
五
句
の
終
字
に
置
か
れ
る
と
い
う
こ
と
で
、
こ
の
規

則
を
踏
ま
え
て
い
る
の
が
「
天
孫
贈
於
恋
婦
之
歌
」
と
さ
れ
る
。
そ
し

て
こ
の
規
則
に
よ
る
と
、
本
歌
は
第
三
句
の
「
旨し

」
が
第
一
韻
字
、
第

五
句
の
「
耳に

」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

Ⅴ
で
は
、
長
歌
の
句
数
は
定
め
ら
れ
て
い
な
い
が
、
五
七
の
二
句
を

一
つ
の
単
位
と
し
て
末
尾
の
母
音
を
韻
と
す
る
と
い
う
（「
歌
式
注
」

参
照
）。「
会
者
作
称
威
之
詠
」
を
こ
の
規
則
に
基
づ
く
例
歌
と
し
、「
二

句
能
字
…
」
以
下
で
そ
の
説
明
が
記
さ
れ
る
。
こ
の
記
述
に
即
し
て
解

釈
す
る
と
、
ま
ず
、
第
二
句
「
於お

等と

他た

那な

馬ば

他た

能の

」
の
「
能
」
と
第
四

句
「
他た

麻ま

能の

美み

須す

麻ま

呂ろ

」
の
「
呂
」
が
同
韻
で
あ
る
と
い
う
。
ま
た
、

第
六
句
「
阿あ

那な

他た

麻ま

波は

夜や

美み

」
の
「
美
」
と
第
八
句
目
「
阿あ

知ぢ

須す

岐き

能の

可か

味み

」
の
「
味
」
も
同
韻
で
あ
る
と
い
う
。「
今
欲
レ
改
レ
韻
」
以
下
は

意
を
解
し
難
い
が
、
も
し
韻
を
改
め
る
な
ら
ば
、
第
四
句
「
他た

麻ま

能の

美み

須す

麻ま

呂ろ

」
の
「
呂
」
を
、
第
五
句
「
美み

須す

麻ま

呂ろ

能の

」
の
「
能
」
に
置
き

換
え
て
、
連
続
し
て
「
能
」
を
使
う
と
良
い
と
い
う
意
か
。
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近
代
歌
人
、
雖
長
歌
句
、
未
知
音
韻
。
令
他
悦
懌
、
猶
無
知
病
。

○
近
代
歌�
人
、
雖
長
歌
句
、
未
知
音
韻
―
こ
の
頃
の
歌
の
作
者
は
、
歌

の
こ
と
ば
は
巧
み
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
ま
だ
韻
律
の
規
則
を

理
解
し
て
い
な
い
。

　
「
近
代
」
は
、
近
い
時
代
、
こ
の
頃
。『
文
心
雕
龍
』
巻
六
「
定
勢
」

に
「
自
二
近
代
一
辞
人
、
率
好
二
詭
巧
一。
原
二
其
為
一レ
体
、
訛
勢
所
レ
変
」
と
、

こ
の
頃
の
作
家
は
新
奇
な
上
手
さ
を
好
む
と
あ
る
。

　

ま
た
、『
古
今
和
歌
集
』
真
名
序
に
も
「
近
代
存
二
古
風
一
者
、
纔
二

三
人
」
と
見
え
る
。

　
「
歌
句
」
は
、
歌
の
詞
、
歌
こ
と
ば
。「
歌
句
」
自
体
は
、
陸
機
「
文

賦
」（
文
選
巻
十
七
）
の
「
雖
二
一
唱
而
三
歎
一、
固
既
雅
而
不
レ
艶
」
と

い
う
箇
所
の
李
善
注
に
、「
礼
記
曰
、
清
廟
之
瑟
、
朱
絃
而
疏
越
、
一

唱
而
三
歎
。
有
二
遺
音
一
者
矣
…
鄭
玄
曰
、
朱
絃
、
練
朱
絃
也
。
練
則

声
濁
。
越
瑟
底
孔
画
疏
レ
之
、
使
二
声
遅
一。
唱
、
発
二
歌
句
一
者
、
三
歎
、

三
人
従
而
歎
レ
之
」
と
あ
る
。

○
令
他
悦�

懌
、
猶
無
知
病
―
（
近
頃
の
歌
詠
み
は
、
歌
の
こ
と
ば
で
）

他
人
を
喜
ば
せ
る
こ
と
は
で
き
る
け
れ
ど
も
、
い
ま
な
お
歌

の
音
律
上
の
忌
む
べ
き
規
則
を
理
解
し
て
い
な
い
。

　
「
悦
懌
」
は
、『
爾
雅
』
巻
一
に
「
懌
、
悦
、…
…
喜
…
…
楽
也
」（「
遊

楽
」
項
参
照
）
と
見
え
た
よ
う
に
「
悦
」
も
「
懌
」
も
喜
び
や
楽
し
み

を
表
す
語
。
本
句
の
「
令
」
は
、
真
本
で
は
「
含
」
と
な
っ
て
い
る
が
、

前
句
の
「
歌
句
に
長
ず
と
雖
も
」「
未
だ
音
韻
を
知
ら
ず
」
か
ら
の
文

脈
を
踏
ま
え
る
と
「
歌
句
で
他
人
を
喜
ば
せ
る

0

0

0

0

こ
と
は
で
き
る
け
れ
ど

も
、
音
律
の
禁
忌
を
理
解
し
て
い
な
い
」
と
い
う
よ
う
に
、「
令
」
で

使
役
と
し
て
解
す
方
が
自
然
で
あ
る
。
言
葉
が
人
に
「
悦
懌
」
を
与
え

る
と
い
う
例
は
、『
文
心
雕
龍
』
巻
四
・
論
説
に
、「
説
者
悦
也
。
兌
為
二

口
舌
一。
故
言
資
二
悅
懌
一。
過
レ
悅
必
偽
、
故
舜
驚
二
讒
説
一
」
と
見
え
る
。

　
「
病
」
は
、
歌
病
の
こ
と
で
、
音
律
上
の
禁
忌
を
い
う
。『
歌
式
』
に

は
「
歌
病
」
が
立
項
さ
れ
て
お
り
、「
歌
病
略
有
二
七
草
一。
一
者
頭
尾

　

二
者
胸
尾　

三
者
腰
尾　

四
者
黶
子　

五
者
遊
風　

六
者
同
音
韻　

七
者
遍
見
」
と
七
種
の
病
を
挙
げ
る
。
本
句
も
こ
れ
と
照
応
す
る
も
の

で
あ
る
。
こ
こ
に
い
う
「
歌
病
」
は
、
先
行
注
釈
が
指
摘
す
る
通
り
、

中
国
の
「
四
声
八
病
説
」
を
和
歌
に
転
用
し
て
い
る
。
中
国
で
は
、
五

世
紀
に
至
り
、
四
声
の
存
在
を
理
論
化
し
、
文
学
に
応
用
し
始
め
た
。

そ
の
主
導
者
が
沈
約
で
あ
り
、「
四
声
八
病
説
」
は
、
沈
約
ら
が
唱
え

た
韻
律
書
で
あ
る
。
詩
作
に
お
い
て
四
声
の
配
列
を
工
夫
す
る
こ
と
で
、

聴
覚
的
効
果
を
挙
げ
、
八
種
類
の
禁
忌
を
避
け
る
こ
と
が
説
か
れ
た
。

こ
の
韻
律
論
が
唐
代
に
至
っ
て
、
韻
律
上
の
厳
密
な
規
則
を
必
要
と
す

る
詩
型
へ
整
備
さ
れ
、
近
体
詩
が
確
立
さ
れ
た
。「
四
声
八
病
説
」
は

中
国
で
は
主
な
資
料
が
失
わ
れ
て
い
る
が
、『
文
鏡
秘
府
論
』
で
詳
細

を
知
る
こ
と
が
で
き
る
（
松
原
朗
ほ
か
著
『
教
養
の
た
め
の
中
国
古
典

文
学
史
』（
研
文
出
版
・
二
〇
〇
九
年
）「
沈
約
」
参
照
）。
な
お
、『
文

鏡
秘
府
論
』
西
巻
に
は
、「
洎
二
八
体
十
病
六
犯
三
疾
一。
或
文
異
義
同
、

或
名
通
理
隔
…
予
今
、
載
二
刀
之
繁
一、
載
二
筆
之
簡
一。
惣
有
二
二
十
八
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病
一。
列
レ
之
如
レ
左
」
と
二
十
八
種
の
病
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、『
歌
式
』

と
同
じ
呼
称
で
称
さ
れ
た
病
は
な
い
。
ま
た
、『
詩
品
』
巻
下
に
も
「
余

謂
、
文
製
本
須
二
諷
読
一、
不
レ
可
二
蹇
礙
一、
但
令
二
清
濁
通
流
、
口
吻
調

利
一、
斯
為
レ
足
矣
。
至
二
平
上
去
入
一、
則
余
病
未
レ
能
。
蜂
腰
、
鶴
膝
、

閭
里
已
具
」
と
「
八
病
」
に
言
及
す
る
箇
所
が
あ
る
が
、
こ
こ
に
も
『
歌

式
』
と
同
じ
呼
称
の
病
は
見
え
な
い
。

准
之
上
古
、
既
無
春
花
之
美
。
伝
之
末
葉
、
不
是
秋
実
之
味
。
無
味

不
美
、
何
能
感
慰
天
人
之
際
者
乎
。

○
准
之
上�

古
、
既
無
春
花
之
美
―
（
近
頃
の
歌
は
）
い
に
し
え
の
歌
に

な
ぞ
ら
え
よ
う
と
し
て
も
、
優
れ
た
表
現
の
美
し
さ
は
な
い
。

　
「
上
古
」
は
、
い
に
し
え
の
意
。
後
漢
の
班
固
「
両
都
賦
序
」（
文
選

巻
一
）
に
「
故
皐
陶
歌
レ
虞
、
奚
斯
頌
レ
魯
、
同
見
采
二
於
孔
氏
一、
列
二

于
詩
書
一。
其
一
義
也
。稽
二
之
上
古
一
則
如
レ
彼
、考
二
之
漢
室
一
又
如
レ
此
」

と
、本
句
と
同
様
の
文
辞
が
見
え
る
。日
本
で
は
、『
古
事
記
』序
に「
然
、

上
古
之
時
、
言
意
並
朴
、
敷
レ
文
構
レ
句
、
於
レ
字
即
難
」
と
見
え
る
。「
村

田
注
」
で
は
、「
上
古
」
を
「「
鬼
神
」・「
天
人
」
の
歌
」
と
す
る
が
、

本
注
釈
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
文
脈
を
踏
ま
え
「
天
孫
贈
於
恋
婦
之
歌
」

と
「
会
者
作
称
威
之
詠
」
を
指
す
と
解
す
。
本
句
が
「
近
代
の
歌
人
…

猶
ほ
病
を
知
る
こ
と
無
し
」
を
承
け
て
い
る
と
見
る
と
、「
近
代
」
の

歌
人
は
音
韻
を
理
解
し
て
い
な
い
の
に
対
し
て
、「
上
古
」
の
歌
で
あ

る
「
天
孫
贈
於
恋
婦
之
歌
」
と
「
会
者
作
称
威
之
詠
」
は
、「
雅
妙
の

音
韻
を
尽
く
す
始
め
」、
つ
ま
り
、
音
韻
を
理
解
し
て
い
た
と
解
す
る

こ
と
が
で
き
、「
近
代
」
と
「
上
古
」
が
照
応
す
る
。

　
「
既
無
」
の
「
既
」
は
時
間
の
経
過
を
い
う
の
で
は
な
く
、
並
列
の

関
係
を
表
す
も
の
。
李
密
「
陳
情
事
表
」
の
「
既
無
二
伯
叔
一、
終
鮮
二

兄
弟
一
」（
文
選
巻
三
七
）
は
そ
の
例
。
本
序
で
は
、「
既
無
春
花
之
美
」

と
後
句
「
不
是
秋
実
之
味
」
が
並
列
の
関
係
と
な
っ
て
お
り
、「
春
花

之
美
」
も
な
い
う
え
に
「
秋
実
之
味
」
も
ま
た
な
い
と
い
う
意
と
な
る
。

　
「
春
花
之
美
」
は
、
和
歌
の
表
現
の
こ
と
。「
秋
実
之
味
」
と
対
と
な

り
、
花
実
論
が
述
べ
ら
れ
る
。「
花
」
が
表
現
、「
実
」
が
内
容
を
指
す
。

日
本
で
は
、
こ
の
後
も
『
新
撰
万
葉
集
』
序
の
「
倩
、
見
二
歌
体
一、
雖
、

誠
見
レ
古
知
レ
今
。
而
以
レ
今
比
レ
古
。
新
作
レ
花
也
。
旧
製
レ
実
也
。
以

レ
花
比
レ
実
」
や
、『
古
今
和
歌
集
』
真
名
序
に
「
及
下
彼
時
変
二
澆
灕
一、

人
貴
中
奢
淫
上、
浮
詞
雲
興
、
艶
流
泉
湧
。
其
実
皆
落
、
其
華
孤
栄
」
と

あ
る
よ
う
に
、
歌
集
の
序
に
お
い
て
花
実
論
を
述
べ
る
こ
と
が
典
型
化

さ
れ
る
。
花
実
論
の
原
拠
は
特
定
し
難
い
が
、
例
え
ば
『
文
心
雕
龍
』

巻
五
「
章
表
」
に
「
曹
公
称
、
為
レ
表
不
三
必
止
二
三
譲
一、
又
勿
レ
得
二
浮

華
一。
所
下
以
魏
初
表
章
、
指
レ
事
造
レ
実
、
求
二
其
靡
麗
一、
則
未
上レ
足
レ
美

矣
。
至
三
於
文
挙
之
薦
二
祢
衡
一、
気
揚
采
飛
。
孔
明
之
辞
二
後
主
一、
志
尽

文
暢
。
雖
二
華
実
異
一レ
旨
、
並
表
之
英
也
」
と
あ
る
。
曹
操
の
「
表
を

作
る
に
は
文
辞
の
美
し
さ
は
必
要
な
い
」
と
い
う
言
説
を
引
き
合
い
に

出
し
、
魏
の
初
期
の
表
や
章
を
事
実
の
指
摘
は
十
分
で
あ
る
が
、
文
章

の
麗
し
さ
は
ま
だ
美
し
い
と
は
言
え
な
い
と
評
し
、
文
辞
の
表
現
を

「
華
」、
文
章
の
事
実
（
内
容
）
を
「
実
」
と
表
し
て
い
る
。
さ
ら
に
文

挙
の
表
が
「
気
揚
が
り
采
飛
ぶ

0

0

0

」
で
あ
る
の
に
対
し
、
諸
葛
孔
明
の
表
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は
「
志
尽
き
文
暢
ぶ

0

0

0

」
も
の
と
さ
れ
、
両
者
は
「
華
実
」
に
違
い
が
あ

る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。「
華
」
を
表
現
（
采
飛
ぶ
）、「
実
」
を
内
容
（
文

暢
ぶ
）
と
喩
え
た
言
論
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。『
文
心
雕
龍
』
に
は
、

こ
の
他
巻
十
「
才
略
」
に
も
「
馬
融
鴻
儒
、
思
洽
識
高
、
吐
納
経
範
、

華
実
相
扶
」
と
、
馬
融
の
文
章
を
評
す
る
に
あ
た
っ
て
「
華
実
」
を
兼

ね
揃
え
た
も
の
と
評
す
る
文
辞
が
見
え
る
。

○
伝
之
末�

葉
、
不
是
秋
実
之
味
―
（
こ
の
頃
の
歌
は
）
後
世
に
伝
え
よ

う
と
し
て
も
、
優
れ
た
表
現
の
味
わ
い
は
な
い
。

　
「
末
葉
」
は
、
後
世
。『
群
書
治
要
』
巻
二
六
・
魏
志
下
・
伝
に
「
是

以
古
先
哲
王
、
畏
二
上
天
之
明
命
一、
矜
矜
業
業
、
惟
恐
レ
有
レ
違
。
災
異

既
発
、
懼
而
修
レ
政
、
未
レ
有
レ
不
レ
延
二
期
流
祚
一
者
也
。
爰
及
二
末
葉
一、

暗
君
、
荒
主
、
不
レ
崇
二
先
王
之
令
軌
一
」
と
見
え
る
。

　
「
不
是
」
は
、
～
で
は
な
い
の
意
。
真
本
で
は
「
不
見
」
と
あ
る
が
、

本
注
釈
で
は
校
訂
は
せ
ず
、
底
本
に
従
う
。
張
九
齢
「
耒
陽
溪
夜
行
」

に
「
猿
声
雖
二
此
夜
一、
不
二
是
別
家
愁
一
」
と
あ
る
よ
う
に
唐
詩
に
よ
く

見
え
る
。
日
本
で
は
、『
日
本
後
紀
』
延
暦
二
十
四
年
（
八
〇
五
）
二

月
条
に
「
聞
下
平
城
松
井
坊
有
二
新
神
一
託
中
女
巫
上。
便
過
請
問
。
女
巫
云
、

今
所
レ
問
不
二
是
凡
人
之
事
一
」
と
あ
る
。

　
「
秋
実
之
味
」
は
、
花
実
論
を
踏
ま
え
た
も
の
で
和
歌
の
内
容
の
こ

と
を
指
す
（「
春
花
之
美
」
項
参
照
）。

○
無
味
不�

美
、
何
能
感
慰
天
人
之
際
者
乎
―
歌
は
味
わ
い
の
あ
る
内
容

も
美
し
い
表
現
も
兼
ね
揃
え
て
い
な
け
れ
ば
、
ど
う
し
て
天

上
の
人
々
の
交
わ
り
に
お
い
て
そ
の
心
を
動
か
し
慰
め
る
こ

と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。

　
「
無
味
不
美
」
は
、
真
本
で
「
無
六
体
」
と
な
っ
て
い
る
。
先
行
注

釈
で
は
、
こ
の
「
六
体
」
を
『
毛
詩
』
大
序
の
説
く
詩
の
六
義
、「
故

詩
有
二
六
義
一
焉
。
一
曰
レ
風
、
二
曰
レ
賦
、
三
曰
レ
比
、
四
曰
レ
興
、
五

曰
レ
雅
、
六
曰
レ
頌
」
を
踏
ま
え
て
「
六
体
」
と
し
た
と
考
え
て
い
る
。

た
し
か
に
『
古
今
和
歌
集
』
仮
名
序
や
真
名
序
も
こ
れ
を
引
用
し
、
仮

名
序
で
は
和
歌
を
「
そ
え
う
た
」（
風
）、「
か
ぞ
え
う
た
」（
賦
）、「
な

ず
ら
え
う
た
」（
比
）、「
た
と
え
う
た
」（
興
）、「
た
だ
こ
と
う
た
」（
雅
）、

「
い
わ
ひ
う
た
」（
頌
）、
の
六
種
に
分
類
し
て
い
る
が
、
本
序
で
は
「
六

義
」
で
は
な
く
「
六
体
」
と
な
っ
て
い
る
点
に
疑
問
が
残
る
。
実
際
、

真
名
序
で
は
「
和
歌
有
二
六
義
一。
一
曰
レ
風
。
二
曰
レ
賦
。
三
曰
レ
比
。

四
曰
レ
興
。
五
曰
レ
雅
。
六
曰
レ
頌
」
と
、
大
序
の
通
り
「
六
義
」
と
し

て
い
る
。

　

そ
こ
で
底
本
の
本
文
「
無
味
不
美
」
で
解
す
る
と
、
前
文
か
ら
続
く

内
容
と
整
合
性
が
取
れ
る
。
ま
ず
、「
味
」
と
「
美
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ

前
句
の
「
秋
実
之
味
」
と
「
春
花
之
美
」
と
照
応
し
て
お
り
、「
味
」

は
和
歌
の
内
容
の
味
わ
い
、「
美
」
は
表
現
の
美
し
さ
（「
春
花
之
実
」

項
参
照
）
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
本
序
で
は
「
天
孫
贈
於

恋
婦
之
歌
」
と
「
会
者
作
称
威
之
詠
」
を
「
並
尽
雅
妙
音
韻
自
始
也
」

と
し
、
こ
れ
ら
の
歌
を
音
律
の
整
っ
た
最
も
優
れ
た
歌
で
あ
る
と
位
置

付
け
て
い
る
。
中
で
も
、「
会
者
作
称
威
之
詠
」
は
、『
歌
式
』
に
は
、
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「
阿あ

女め

那な

留る

夜や 

於お

等と

他た

那な

馬ば

他た

能の 

有う

那な

可が

勢せ

留る 

他た

麻ま

能の

美み

須す

麻ま

呂ろ 

美み

須す

麻ま

呂ろ

能の 

阿あ

那な

他た

麻ま

波は

夜や

美み　

他た

尓に

不ふ

他た

和わ

他た

留る 

阿あ

知ぢ

須す

岐き

能の

可か

味み

」
と
あ
り
、「
阿あ

那な

他た

麻ま

波は

夜や

美み

」
と
「
阿あ

知ぢ

須す

岐き

能の

可か

味み

」
の
末

字
に
つ
い
て
「
美
与
レ
味
是
一
対
韻
也
」
と
記
さ
れ
て
い
る
（「
音
韻
」

項
・
Ⅴ
歌
経
標
式
（
雅
体
・
五
・
長
歌
）
参
照
）。

　

従
っ
て
「
無
味
不
美
」
で
解
す
る
と
、
こ
の
頃
の
歌
は
「
味
」（
内

容
の
味
わ
い
）
も
「
美
」（
表
現
の
美
し
さ
）
も
無
い
が
、
音
律
の
優

れ
て
い
た
「
会
者
作
称
威
之
詠
」
に
は
「
美
」
と
「
味
」
の
文
字
も
入
っ

て
い
る
よ
う
に
、
表
現
の
美
し
さ
と
内
容
の
味
わ
い
を
兼
ね
揃
え
て
い

た
、
と
意
味
と
漢
字
の
上
で
の
掛
詞
の
よ
う
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
「
感
慰
」
は
歌
に
よ
っ
て
心
を
動
か
し
慰
め
る
と
い
う
意
。
本
序
「
歌

は
、
鬼
神
の
幽
情
を
感0

か
し
、
天
人
の
恋
心
を
慰0

む
る
」
と
照
応
さ
せ

て
「
感
慰
」
と
し
た
か
。
語
と
し
て
は
、『
旧
唐
書
』
巻
二
十
二
・
礼

儀
二
に
「
至
二
乾
封
二
年
二
月
一、
詳
宜
略
定
、
乃
下
レ
詔
曰
、
朕
以
寡

薄
…
因
レ
心
既
展
、
情
礼
獲
伸
、
永
言
二
宗
祀
一、
良
深
感
慰
」
と
あ
る
。

日
本
で
は
『
高
野
雑
筆
集
』
巻
上
の
空
海
か
ら
「
左
兵
衛
督
藤
相
公
」

宛
の
書
簡
の
中
に
「
伏
承
、
輔
レ
仁
当
レ
簡
遷
拝
一レ
相
、
奉
レ
助
二
感
慰
一
」

と
見
え
る
。

　
「
天
人
之
際
」
は
、
冒
頭
か
ら
続
く
内
容
を
承
け
た
句
と
考
え
ら
れ
る
。

「
天
人
」
は
、「
天
人
之
恋
心
者
也
」
項
で
見
た
よ
う
に
天
上
界
の
人
々

の
こ
と
。

　
「
際
」
は
、「
歌
式
注
」
で
は
「
天
と
人
と
の
間
の
意
」
と
解
す
が
、

本
注
釈
で
は
こ
れ
ま
で
の
文
脈
を
踏
ま
え
て
、
い
わ
ゆ
る
交
際
な
ど
の

「
際
」
で
交
わ
り
と
い
う
意
と
解
す
。
本
序
で
は
こ
れ
ま
で
、
天
上
界

の
人
々
は
歌
に
よ
っ
て
心
を
動
か
さ
れ
た
り
慰
め
ら
れ
た
り
す
る
も
の

で
、
そ
の
例
と
し
て
、
豊
玉
姫
と
彦
火
火
出
見
尊
の
別
れ
際
の
「
恋
心
」

を
詠
ん
だ
「
天
孫
贈
於
恋
婦
之
歌
」
や
味
耜
高
彦
根
神
を
称
え
た
「
会

者
作
称
威
之
詠
」
を
挙
げ
る
と
い
う
構
成
に
な
っ
て
い
る
。
従
っ
て
こ

れ
ら
の
天
上
界
の
人
々
の
歌
の
贈
答
に
よ
る
交
わ
り
を
「
際
」
と
表
現

し
て
い
る
と
考
え
る
。

故
建
新
例
、
別
抄
韻
曲
、
合
為
一
巻
、
名
曰
歌
式
。

○
建
新
例
―
新
し
い
規
範
を
立
て
る
。

　
「
建
」
は
、
作
る
、
立
て
る
。『
説
文
解
字
』
に
「
建
、
立
二
朝
律
一
也
」

と
あ
り
、「
建
」
は
作
る
、
立
て
る
、
設
け
る
の
意
。
ま
た
、『
賈
誼
新

書
』
巻
四
「
匈
奴
」
に
「
臣
為
二
陛
下
一
建
二
三
表
一、
設
二
五
餌
一、
以
レ
此

与
二
単
于
一
争
二
其
民
一
」
と
見
え
る
。
日
本
で
は
、『
万
葉
集
』
巻
十
八
・

四
一
〇
六
番
の
「
教
二
喩
史
生
尾
張
少
咋
一
歌
一
首
幷
二
短
歌
一
」
に
「
先

件
数
条
、
建
レ
法
之
基
、
化
レ
道
之
源
也
」
と
、
法
を
立
て
る
と
い
う

意
の
例
が
あ
る
。

　
「
新
例
」
は
、
新
し
い
規
範
、
新
し
い
定
め
。「
例
」
は
規
範
・
定
め

の
意
。『
続
日
本
紀
』天
平
神
護
二
年（
七
六
六
）五
月
十
一
日
条
に「
朝

議
平
章
、
博
士
惣
レ
国
、
一
依
二
前
格
一、
医
師
兼
任
、
更
建
二
新
例
一
」

と
見
え
る
。

○
別
抄
韻
曲
―
別
に
音
韻
律
が
整
っ
て
い
る
和
歌
を
抜
き
出
す
。
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「
別
」
は
、
こ
の
頃
の
歌
の
作
者
は
、
歌
の
言
葉
は
巧
み
で
あ
る
け

れ
ど
も
、
ま
だ
韻
律
の
規
則
を
理
解
し
て
い
な
い
た
め
、
音
韻
律
の
整

わ
な
い
歌
と
は
別
に
、
音
韻
律
の
整
っ
て
い
る
和
歌
を
抜
き
出
す
と
い

う
意
。

　
「
抄
」
は
、
抜
き
出
す
。
晋
・
葛
洪
『
西
京
雑
記
』
の
跋
文
に
「
今

抄
出
為
二
二
巻
一、
名
曰
二
西
京
雑
記
一、
以
裨
二
漢
書
之
闕
一
」
と
あ
り
、『
漢

書
』
の
欠
く
内
容
を
抜
き
出
す
と
い
う
意
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
日
本

で
は
、『
日
本
三
代
実
録
』
貞
観
十
一
年
（
八
六
九
）
四
月
十
三
日
条

に
「
此
乃
公
卿
百
官
奉
レ
詔
、
簡
二
旧
史
之
凡
要
一、
抄
二
新
制
之
大
綱
一
」

と
同
義
の
例
が
見
え
る
。

　
「
韻
曲
」
は
、
本
来
音
楽
の
意
で
仏
典
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、

こ
こ
で
は
、
音
韻
律
が
整
っ
て
お
り
、
曲
に
合
わ
せ
て
歌
う
和
歌
。『
大

唐
新
翻
護
国
仁
王
般
若
経
』
序
に
「
妙
二
印
度
之
声
明
一、
洞
二
中
華
之

韻
曲
一
」
と
あ
り
、
三
蔵
法
師
が
イ
ン
ド
の
仏
教
音
楽
や
中
国
の
音
楽

に
通
暁
し
て
い
る
こ
と
を
い
う
。
日
本
で
は
、
文
室
真
室
「
奉
レ
試

詠
レ
三　

一
首　

以
レ
帷
為
レ
韻
」（
経
国
集
巻
十
四
）
に
「
韻
レ
曲
流
泉

急
、
入
レ
湖
江
水
遅
」
と
、「
韻
曲
」
で
音
楽
を
奏
で
る
こ
と
を
意
味

す
る
例
が
見
え
る
。
し
か
し
、
和
歌
の
音
韻
律
に
つ
い
て
述
べ
る
本
序

の
前
半
及
び
本
文
に
音
韻
律
の
あ
る
和
歌
を
多
数
挙
げ
て
い
る
こ
と
を

踏
ま
え
て
考
え
る
と
、
こ
こ
の
「
韻
曲
」
は
音
楽
で
は
な
く
、
韻
の
あ

る
和
歌
、
音
韻
律
が
整
っ
て
い
る
和
歌
と
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
、「
曲
」
で
和
歌
を
指
す
例
と
し
て
、
ま
ず
、『
日
本
書
紀
』（「
味

耜
昇
天
、
会
者
作
称
威
之
詠
」
項
の
例
Ⅵ
参
照
）
に
見
え
る
よ
う
に
、

本
序
の
前
半
で
美
し
く
優
れ
た
音
律
を
（
整
え
）
尽
く
し
た
和
歌
の
例

と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
「
阿
妹
奈
屡
夜
（
天
な
る
や
）」
歌
は
、「
夷

曲
」
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、『
続
日
本
紀
』
天
平
六
年
（
七
三
四
）

二
月
一
日
条
に
「
天
皇
御
二
朱
雀
門
一、
覧
二
歌
垣
一。
男
女
二
百
卌
余
人
。

五
品
已
上
有
二
風
流
一
者
、
皆
交
二
雑
其
中
一。
正
四
位
下
長
田
王
、
従
四

位
下
栗
栖
王
、
門
部
王
、
従
五
位
下
野
中
王
等
為
レ
頭
、
以
二
本
末
一
唱
和
。

為
二
難
波
曲
・
倭
部
曲
・
浅
茅
原
曲
・
広
瀬
曲
・
八
裳
刺
曲
之
音
一
」

と
も
見
え
る
。
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
続
日
本
紀
』（
岩
波
書
店
）

に
お
け
る
該
当
箇
所
の
補
注
に
よ
る
と
、「
難
波
曲
」
は
「
難
波
津
に

咲
く
や
こ
の
花
冬
ご
も
り
今
は
春
べ
と
咲
く
や
こ
の
花
」
の
古
歌
に
曲

節
を
つ
け
た
も
の
か
と
さ
れ
、「
倭
部
曲
」「
浅
茅
原
曲
」「
広
瀬
曲
」

は
未
詳
だ
が
、
そ
れ
ぞ
れ
大
和
に
対
す
る
讃
歌
、
浅
茅
原
を
詠
み
込
ん

だ
歌
、
大
和
の
広
瀬
を
詠
ん
だ
も
の
か
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。「
八
裳

刺
曲
」
に
つ
い
て
は
景
行
記
に
「
や
つ
め
さ
す
出
雲
建
が
佩
け
る
大
刀

黒
葛
さ
は
纏
き
さ
身
な
し
に
あ
は
れ
」
の
歌
が
あ
る
。
こ
こ
の
「
曲
」

は
和
歌
の
み
な
ら
ず
、
曲
節
に
合
わ
せ
て
歌
わ
れ
る
歌
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、『
万
葉
集
』
巻
六
・
雑
歌
（
一
〇
一
一
・
一
〇
一
二
）
で
は
、

以
下
の
も
の
が
あ
る
。

　
　
　
　
　

冬
十
二
月
十
二
日
歌
舞
所
之
諸
王
臣
子
等
集
二
葛
井
連
広

成
家
一
宴
歌
二
首

　
　
　
　

比
来
、
古
舞
盛
興
、
古
歳
漸
晩
、
理
宜
下
共
尽
二
古
情
一、
同

唱
中
古
歌
上、
故
擬
二
此
趣
一、
輒
献
二
古
曲
二
節
一、
風
流
意
気
之
士
、

儻
有
二
此
集
之
中
一、
争
発
レ
念
心
心
和
二
古
体
一
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我わ
が
や屋

戸ど

之の 

梅う
め

咲さ
き

有た
り

跡と 

告つ
げ
や
ら
ば

遣
者 

来こ
と
い
ふ
に
に
た
り

云
似
有 

散ち
り
ぬ
と
も
よ
し

去
十
方
吉

　
　

春は
る
さ
れ
ば

去
者 

乎を

を

り

に

を

を

り

呼
理
尓
乎
呼
里 

鶯う
ぐ
ひ
す
の之 

鳴な
く
わ
が
し
ま
ぞ

吾
嶋
曽 

不や
ま
ず
か
よ
は
せ

息
通
為

右
の
よ
う
に
、「
古
曲
」
を
用
い
て
一
〇
一
一
番
と
一
〇
一
二
番
と
の

歌
二
首
を
指
す
も
の
が
見
え
る
。
こ
の
二
首
は
歌
曲
に
載
せ
て
発
表
し

た
も
の
で
あ
る
た
め
、「
曲
」
は
単
な
る
和
歌
を
指
す
の
で
は
な
く
、

曲
に
合
わ
せ
て
歌
う
和
歌
と
考
え
ら
れ
る
。以
上
を
踏
ま
え
て
、「
韻
曲
」

は
音
韻
律
の
整
っ
て
お
り
、
曲
に
合
わ
せ
て
歌
う
和
歌
と
考
え
ら
れ
よ

う
。

○
合
為
一�

巻
、
名
曰
歌
式
―
合
わ
せ
て
一
巻
に
し
て
、「
歌
式
」
と
名

付
け
る
。

　
「
合
為
一
巻
、
名
曰
…
」
は
、
合
わ
せ
て
一
巻
に
し
て
、
…
と
名
付

け
る
。似
た
よ
う
な
表
現
は
序
文
に
よ
く
見
ら
れ
る
。例
え
ば
、『
文
選
』

序
に
「
都
為
二
三
十
巻
一、
名
曰
二
文
選
一
云
耳
」
と
あ
る
。
日
本
で
は
、『
凌

雲
集
』
序
に
「
合
為
二
一
巻
一、
名
曰
二
凌
雲
新
集
一
」、『
古
今
集
』
真
名

序
に
「
部
二
類
所
レ
奉
之
歌
一、
勒
為
二
二
十
巻
一、
名
曰
二
古
今
和
歌
集
一
」

と
見
え
る
。

　
「
歌
式
」
は
、
和
歌
の
法
則
。
こ
こ
で
は
こ
の
書
物
の
名
。
中
国
で

は
『
新
唐
書
』
巻
六
十
・
芸
文
志
に
「
昼
公
詩
式
五
巻
」
と
あ
り
、
中

唐
の
詩
僧
・
皎
然
（
本
名
「
謝
昼
」）
の
詩
論
『
詩
式
』
を
指
し
て
い
る
。

日
本
で
は
『
日
本
国
見
在
書
目
録
』
に
「
八
病
詩
式
一
巻
」
と
見
え
る
。

こ
の
よ
う
に
、「
…
式
」
と
い
っ
た
漢
詩
の
法
則
な
ど
を
示
し
た
詩
学

書
が
見
え
る
。「
歌
式
注
」
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、「
歌
式
」
と
名
付
け

る
の
は
詩
の
法
則
を
意
味
す
る
「
詩
式
」
に
倣
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。「
喜
撰
式
」「
孫
姫
式
」「
石
見
女
式
」
な
ど
後
の
歌
学
書
の
先
蹤

を
な
す
。

蓋
亦
詠
之
者
無
罪
、
聞
之
者
足
以
知
音
。

○
蓋
亦
…
―
思
う
に
…
、
恐
ら
く
…

　
「
蓋
」
は
こ
こ
で
文
頭
や
述
語
の
前
に
置
き
、
不
確
実
で
確
認
し
が

た
い
内
容
に
対
し
、
お
よ
そ
の
見
当
を
述
べ
る
の
に
用
い
る
も
の
で
あ

る
。「
多
分
」「
お
よ
そ
」「
思
う
に
」「
恐
ら
く
」
な
ど
と
訳
す
。

　
「
亦
」
は
文
の
リ
ズ
ム
を
整
え
る
言
葉
で
あ
り
、
実
質
的
に
は
意
味

が
な
い
。

○
詠
之
者�

無
罪
、
聞
之
者
足
以
知
音
―
こ
れ
（
歌
式
の
和
歌
）
を
吟
じ

る
人
は
（
和
歌
を
作
る
時
に
）
誤
り
を
せ
ず
、
こ
れ
を
聞
く

人
は
音
韻
律
を
理
解
す
る
に
足
り
る
。

　

こ
の
部
分
は
、『
毛
詩
』
大
序
の
「
上
以
風
二
化
下
一、
下
以
風
二
刺
上
一、

主
文
而
譎
諫
。
言
レ
之
者
無
レ
罪
、
聞
レ
之
者
足
二
以
戒
一、
故
曰
レ
風
」
を

踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
。『
毛
詩
』
大
序
で
は
、「
風
と
は
、
上
が
下
を

風
化
し
、
下
が
上
を
風
刺
す
る
詩
で
あ
り
、
主
に
言
葉
の
あ
や
を
用
い

て
、
そ
れ
と
な
く
風
諫
す
れ
ば
、
こ
れ
を
言
う
人
は
罪
が
な
く
、
こ
れ

を
聞
く
人
は
戒
め
と
す
る
の
に
足
り
る
の
だ
」
と
い
う
「
風
」
を
説
明

す
る
文
脈
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
中
の
「
言
レ
之
者
無
レ
罪
、
聞
レ
之
者

足
二
以
戒
一
」
に
お
け
る
「
之
」
は
詩
を
指
す
が
、
本
序
で
は
歌
式
の
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中
の
和
歌
を
指
し
て
い
る
。

　
「
詠
」
は
、
大
序
で
は
「
言
」
に
あ
た
り
、
漢
詩
を
言
う
こ
と
を
意

味
す
る
が
、
本
序
で
は
歌
式
の
和
歌
を
吟
じ
る
こ
と
を
い
う
。
詩
を
吟

じ
る
こ
と
を
詠
む
例
と
し
て
、『
世
説
新
語
』
第
四
「
文
学
」
に
「
謝

鎮
西
経
船
行
、
其
夜
清
風
朗
月
、
聞
三
江
渚
間
估
客
船
上
有
二
詠
レ
詩
声
一、

甚
有
二
情
致
一
」
と
見
え
る
。
日
本
で
も
、『
古
事
記
』
中
巻
「
応
神
天
皇
」

に
「
此
歌
者
、
国
主
等
献
二
大
贄
一
之
時
時
、
恒
至
二
于
今
一
詠
レ
之
歌
者

也
」
と
あ
り
、
和
歌
を
吟
じ
る
と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
る
。

　
「
罪
」
は
、
大
序
で
は
、
風
諫
す
る
詩
を
言
う
人
は
罪
が
な
い
と
い

う
文
脈
で
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
本
序
で
は
誤
り
の
意
で
、
歌
式
の
中

の
和
歌
を
吟
じ
て
和
歌
を
作
る
時
に
は
誤
り
を
し
な
い
と
言
っ
て
い
る
。

　
「
知
音
」
は
、
前
文
の
「
近
代
歌
人
、
雖
レ
長
二
歌
句
一、
不
レ
知
二
音
韻
一
」

を
踏
ま
え
て
、音
韻
律
を
理
解
す
る
と
い
う
意
味
。「
音
」は
前
文
の「
音

韻
」
と
同
じ
く
、
音
韻
律
と
い
う
意
（
前
半
「
音
韻
」
注
参
照
）。『
礼

記
』「
楽
記
」
に
「
凡
音
者
、
生
二
人
心
一
者
也
。
情
動
二
於
中
一、
故
形
二

於
声
一。
声
成
レ
文
謂
二
之
音
一
」
と
あ
り
、
声
の
変
化
が
一
定
の
型
を
な

し
た
の
を
「
音
」
と
す
る
こ
と
か
ら
、
こ
こ
で
は
和
歌
に
用
い
る
声
の

リ
ズ
ム
の
変
化
を
指
す
と
考
え
ら
れ
、
前
半
の
「
音
韻
」
と
同
義
と
見

る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、『
列
子
』「
湯
問
」
に
「
伯
牙
善
鼓
レ
琴
、

鍾
子
期
善
聴
。
伯
牙
鼓
レ
琴
、
志
在
レ
登
二
高
山
一、
鍾
子
期
曰
、
善
哉
、

峨
峨
兮
若
二
泰
山
一。
志
在
二
流
水
一、
鍾
子
期
曰
、
善
哉
、
洋
洋
兮
若
二
江

河
一。
伯
牙
所
レ
念
、
鍾
子
期
必
得
レ
之
。
伯
牙
游
二
於
泰
山
之
陰
一、
卒

逢
二
暴
雨
一、
止
二
於
巌
下
一。
心
悲
、
乃
援
レ
琴
而
鼓
レ
之
。
初
為
二
霖
雨
之

操
一、
更
造
二
崩
山
之
音
一、
曲
每
レ
奏
、
鍾
子
期
輒
窮
二
其
趣
一
」
と
あ
る

よ
う
に
、
春
秋
時
代
の
琴
の
名
手
伯
牙
が
弾
い
た
曲
の
音
を
聞
い
て
、

そ
の
友
人
の
鐘
子
期
は
よ
く
そ
の
気
持
ち
を
理
解
し
て
い
た
と
い
う

「
知
音
」
の
故
事
が
あ
る
。

　

歌
式
を
作
る
理
由
を
説
明
す
る
前
文
を
踏
ま
え
、「
蓋
亦
詠
之
者
無
罪
、

聞
之
者
足
以
知
音
」
は
「
思
う
に
、
こ
れ
（
歌
式
の
和
歌
）
を
吟
じ
る

人
は
（
和
歌
を
作
る
時
に
）
誤
り
を
せ
ず
、
こ
れ
を
聞
く
人
は
音
韻
律

を
理
解
す
る
に
足
り
る
だ
ろ
う
」
と
解
釈
で
き
る
。

伏
惟
、
聖
朝
、
福
応
六
天
、
奉
楽
無
窮
、
栄
比
四
輪
、
御
賞
難
極
。

○
伏
惟
―
謹
ん
で
思
う
。

　

奏
上
文
や
書
簡
の
中
で
、
下
位
の
者
が
上
位
の
者
に
対
し
て
使
う
謙

遜
の
辞
。
上
表
文
の
慣
用
句
と
し
て
多
く
見
ら
れ
る
。
李
善
「
上
二
文

選
注
一
表
」
に
「
伏
惟
、
陛
下
経
緯
成
レ
徳
、
文
思
垂
レ
風
」
と
あ
る
。

日
本
で
は
、『
古
事
記
』
序
に
「
伏
惟
、
皇
帝
陛
下
、
得
レ
一
光
宅
、
通

レ
三
亭
育
」
と
見
え
る
。

○
聖
朝
―�

当
代
の
治
世
を
称
え
る
表
現
或
い
は
天
皇
を
指
す
。
こ
こ
で

は
、
光
仁
天
皇
。

　

李
密
「
陳
二
情
事
一
表
」（
文
選
巻
三
十
七
・
表
）
に
「
伏
惟
、
聖
朝

以
レ
孝
治
二
天
下
一
」
と
あ
る
。
日
本
で
は
、『
日
本
三
代
実
録
』
貞
観

七
年
（
八
六
五
）
十
二
月
十
三
日
条
に
「
伏
惟
、
聖
朝
陛
下
、
以
二
尭

舜
之
徳
一、
得
二
旦
奭
之
賢
佐
一
」
と
見
え
る
。
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○
福
応
六
天
―
幸
い
が
天
よ
り
下
る
。

　
「
福
」
は
、
幸
い
、
幸
せ
な
こ
と
。『
塩
鉄
論
』
巻
六
「
水
旱
」
に
「
故

循
行
二
於
内
一、
声
聞
二
於
外
一、
為
二
善
於
下
一、
福
応
二
於
天
一。
周
公
載
レ
紀

而
天
下
太
平
、
国
無
二
夭
傷
一、
歳
無
二
荒
年
一
」
と
あ
り
、「
福
応
於
天
」

は
天
が
地
上
で
な
さ
れ
た
善
行
に
応
じ
て
、
福
を
く
だ
す
と
い
う
意
味
。

周
公
は
徳
を
行
っ
た
の
で
、
天
下
が
泰
平
で
、
災
禍
が
生
じ
ず
、
世
の

中
が
よ
く
治
ま
っ
て
い
る
と
い
う
。
ま
た
、『
日
本
書
紀
』
巻
十
八
・

安
閑
天
皇
元
年
（
五
三
四
）
閏
十
二
月
四
日
に
「
制
レ
礼
以
告
二
成
功
一、

作
レ
楽
以
彰
二
治
定
一。
福
応
允
致
、
祥
慶
符
二
合
於
往
歳
一
矣
」
と
「
福
応
」

の
例
が
見
え
る
。

　
「
六
天
」
は
「
歌
式
注
」
に
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
は
、
五

行
の
五
帝
と
天
帝
の
総
称
で
、
天
の
こ
と
。
後
漢
末
の
儒
学
者
・
鄭
玄

が
経
書
を
神
秘
主
義
的
に
解
釈
し
た
緯
書
な
ど
を
根
拠
と
し
て
六
天
説

を
唱
え
た
。『
礼
記
』「
郊
特
牲
」
の
「
郊
特
牲
而
社
稷
大
牢
」
に
対
す

る
孔
穎
達
疏
に
「
鄭
氏
謂
天
有
二
六
天
一。
天
為
二
至
極
之
尊
一、
其
体
祇

応
二
是
一
一、
而
鄭
氏
以
為
レ
六
者
、
指
二
其
尊
極
清
虚
之
体
一、
其
実
是
一
、

論
二
其
五
時
生
育
之
功
一、
其
別
有
レ
五
、
以
レ
五
配
レ
一
、
故
為
二
六
天
一
」

と
あ
り
、
天
に
は
六
天
あ
り
、「
六
天
」
を
天
帝
と
五
帝
の
総
称
と
し

て
い
る
。

○
奉
楽
無
窮
―
音
楽
を
献
上
す
る
こ
と
が
無
限
で
あ
る
。

　
「
奉
楽
」
は
、
音
楽
を
献
上
す
る
こ
と
。『
礼
記
』「
楽
記
」
に
「
王

者
功
成
作
レ
楽
、
治
定
制
レ
礼
。
其
功
大
者
其
楽
備
、
其
治
弁
者
其
礼
具
」

と
あ
る
よ
う
に
、
王
者
は
そ
の
王
業
が
成
功
す
る
と
音
楽
を
作
り
、
そ

の
政
治
が
行
き
渡
る
と
礼
を
定
め
る
。
そ
の
成
功
が
大
き
い
も
の
ほ
ど
、

そ
の
音
楽
は
完
備
し
た
も
の
と
な
り
、
そ
の
政
治
が
あ
ま
ね
く
行
わ
れ

た
も
の
ほ
ど
、
そ
の
礼
は
具
備
し
た
も
の
に
な
る
。「
制
礼
作
楽
」
は

功
業
の
成
就
、
治
世
の
安
定
し
た
王
者
が
着
手
す
べ
き
事
業
で
あ
る
。

ま
た
、「
福
応
」
の
例
と
し
て
も
挙
げ
た
『
日
本
書
紀
』
巻
十
八
・
安

閑
天
皇
元
年
（
五
三
四
）
閏
十
二
月
四
日
の
「
制
レ
礼
以
告
二
成
功
一、

作
レ
楽
以
彰
二
治
定
一。
福
応
允
致
、
祥
慶
符
二
合
於
往
歳
一
矣
」
も
、
音

楽
を
作
っ
て
治
世
の
安
定
を
示
す
と
言
っ
て
い
る
。

　
「
無
窮
」
は
、
無
限
。『
漢
書
』
巻
五
十
一
・
枚
乗
伝
の
「
今
欲
レ

極
二
天
命
之
寿
一、
敝
二
無
窮
之
楽
一、
究
二
万
乘
之
勢
一
」
な
ど
例
が
多
数

あ
る
。日
本
で
は
、『
万
葉
集
』巻
五
・
雑
歌
に
お
け
る
山
上
憶
良
作「
沈

痾
自
哀
文
」
の
「
若
夫
群
生
品
類
、
莫
レ
不
下
皆
以
二
有
レ
尽
之
身
一、
並

求
中
無
レ
窮
之
命
上
」
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。「
奉
楽
無
窮
」
は
音
楽
を

献
上
す
る
こ
と
が
無
限
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
、
帝
の
治
世
が
非
常
に

安
定
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
。

　

ま
た
、「
楽
」
と
「
天
」
の
関
係
を
示
す
も
の
と
し
て
、『
礼
記
』「
楽

記
」
に
「
仁
近
二
於
楽
一、
義
近
二
於
礼
一。
楽
者
敦
和
、
率
レ
神
而
従
レ
天
、

礼
者
別
宜
、
居
レ
鬼
而
従
レ
地
。
故
聖
人
作
レ
楽
以
応
レ
天
、
制
レ
礼
以
配

レ
地
。
礼
楽
明
備
、
天
地
官
矣
」
と
、
音
楽
は
天
に
従
う
も
の
で
あ
り
、

聖
人
が
音
楽
を
作
り
出
し
て
天
の
徳
に
対
応
す
る
と
見
え
る
。
本
序
で

は
、
天
皇
が
音
楽
を
作
っ
て
い
る
。
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○
栄
比
四
輪
―
栄
華
は
（
四
方
に
広
が
る
）
四
輪
車
に
匹
敵
す
る
。

　
「
栄
」
は
、
栄
華
、
栄
え
る
こ
と
。『
世
説
新
語
』
第
二
「
言
語
」
に

「
昔
伯
成
耦
耕
、
不
レ
慕
二
諸
侯
之
栄
一
」
と
あ
る
。

　
「
比
」
は
、
匹
敵
す
る
。『
説
苑
』「
奉
使
」
に
「
今
王
衆
不
レ
過
二
数

十
万
一、
皆
蛮
夷
、
踦
𨄅𨄅
山
海
之
間
、
譬
若
二
漢
一
郡
一、
何
可
三
乃
比
二
於

漢
王
一
」
と
あ
る
。

　
「
四
輪
」
は
、（
四
方
に
広
が
る
）
四
輪
車
。『
墨
子
』「
雑
守
」
に

「
為
二
軺
車
一
以
レ
梓
、
載
レ
矢
以
二
軺
車
一、
輪
轂
、
広
十
尺
、
轅
長
丈
、

為
二
四
輪
一、
広
六
尺
」
と
あ
る
よ
う
に
、「
四
輪
」
は
本
来
車
の
四
つ

の
輪
を
指
す
。
ま
た
、『
戦
国
策
』
趙
策
「
秦
攻
レ
趙
」
の
「
趙
僅
存
哉
、

然
而
四
輪
之
国
也
、
今
雖
レ
得
二
邯
鄲
一、
非
二
国
之
長
利
一
也
」
に
対
す

る
鮑
彪
注
は
「
輪
猶
通
、
言
下
其
民
於
適
二
四
方
一、
無
レ
所
レ
不
レ
通
上
」

と
あ
り
、「
輪
」は「
通
」と
同
義
で
、そ
の
民
は
四
方
に
通
じ
る
と
言
っ

て
い
る
。
日
本
で
は
、「
笠
大
夫
奉
二
為
先
妣
一
奉
レ
造
二
大
曼
荼
羅
一
願

文　

一
首
」（
性
霊
集
巻
七
）
に
見
え
る
「
乗
レ
烏
五
智
、
騎
レ
兎
四
輪
」

の
よ
う
に
、
仏
語
で
四
種
の
曼
荼
羅
を
指
す
「
四
輪
」
の
例
は
あ
る
が
、

四
輪
車
及
び
四
方
に
通
じ
る
こ
と
を
表
す
も
の
は
見
な
い
。

○
御
賞
難
極
―
賞
与
を
あ
や
つ
る
こ
と
が
極
ま
り
な
い
。

　
「
御
」
は
、
あ
や
つ
る
、
自
由
に
使
う
。『
説
文
解
字
』
に
「
御
、
使

レ
馬
也
」
と
あ
る
。『
孔
子
家
語
』「
執
轡
」
に
「
善
御
レ
馬
、
正
二
銜
勒
一、

斉
二
轡
策
一、
均
二
馬
力
一、
和
二
馬
心
一
…
善
御
レ
民
、
壹
二
其
徳
法
一、
正
二

其
百
官
一、
以
均
二
斉
民
力
一、
和
二
安
民
心
一
」
と
、
馬
や
民
を
あ
や
つ
る

こ
と
を
い
う
も
の
は
見
え
る
が
、
賞
与
を
あ
や
つ
る
こ
と
を
い
う
も
の

は
見
な
い
。

　
「
賞
」
は
、
功
績
を
称
え
る
た
め
の
褒
美
、
賞
与
。『
荀
子
』「
王
制
」

に
「
度
二
其
功
労
一、
論
二
其
慶
賞
一
」、「
君
道
」
に
「
賞
不
レ
用
而
民
勧
、

罰
不
レ
用
而
民
服
」
と
あ
る
。
ま
た
、『
日
本
書
紀
』
巻
九
・「
神
功
皇
后
」

摂
政
前
紀
仲
哀
天
皇
九
年
（
二
〇
〇
）
九
月
十
日
に
「
遂
戦
勝
者
必
有

レ
賞
、
背
走
者
自
有
レ
罪
」
と
見
え
る
。「
御
賞
」
は
褒
美
・
賞
与
を
自

由
に
使
う
こ
と
を
言
っ
て
い
る
。

　
「
難
極
」
は
、
極
ま
り
な
い
、
無
限
。『
呉
越
春
秋
』
に
「
君
臣
同
和
、

福
祐
千
億
。
觴
酒
二
升
、
万
歳
難
レ
極
」
と
あ
り
、
晋
の
湛
方
生
「
秋

夜
詩
」（
芸
文
類
聚
巻
三
・
歳
時
上
）
に
「
夜
悠
悠
而
難
レ
極
、
月
曒曒

曒曒
而
停
レ
光
」
と
見
え
る
。
日
本
の
例
と
し
て
は
、『
三
教
指
帰
』
巻

下
の
「
夫
吾
師
釈
尊
、
本
願
尤
深
、
現
二
八
十
権
一、
慈
悲
難
レ
極
、
示
二

三
十
化
一
」
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　
「
歌
式
注
」
で
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
は
礼
楽
思
想
に
基
づ
き
、

天
皇
の
治
世
を
賛
美
し
、
君
臣
和
楽
を
述
べ
て
い
る
。

臣
含
恩
遇
、
奉
侍
聖
明
。
欲
以
撮
壌
導
涓
之
情
、
而
有
加
於
賞
楽
焉
。

○
臣
含
恩�

遇
、
奉
侍
聖
明
―
臣
（
の
私
）
は
帝
の
恩
恵
あ
る
知
遇
を
頂

き
、
天
皇
に
お
仕
え
申
し
上
げ
る
。

　
「
含
」
は
、
受
け
る
、
頂
く
。「
恩
」
を
「
含
」
む
と
い
う
例
は
、
張

碧
「
遊
春
引
三
首
」
に
「
万
彙
俱
含
二
造
化
恩
一、
見
二
我
春
工
一
無
二
私

理
一
」
と
あ
る
。
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「
恩
遇
」
は
、
天
子
か
ら
の
恩
恵
あ
る
知
遇
。
中
国
で
は
、『
後
漢
書
』

巻
十
七
・
賈
復
伝
に
「
是
時
、
列
侯
唯
高
密
・
固
始
・
膠
東
三
侯
与
二

公
卿
一
参
二
議
国
家
大
事
一、
恩
遇
甚
厚
」
と
あ
る
。
日
本
で
は
、『
続
日

本
紀
』
宝
亀
十
一
年
（
七
八
〇
）
正
月
五
日
条
に
「
自
レ
今
以
後
、
如

レ
是
供
奉
、
厚
加
二
恩
遇
一、
待
以
二
常
礼
一
」
と
見
え
る
。
こ
こ
の
「
含

恩
遇
」
は
帝
か
ら
の
恩
恵
あ
る
知
遇
を
頂
く
と
い
う
意
。

　
「
奉
侍
」
は
、
君
主
の
側
近
く
に
い
て
仕
え
る
。『
新
唐
書
』
巻
九
十

七
・
魏
徴
伝
に
「
臣
奉
二
侍
帷
幄
一
十
余
年
、
陛
下
許
レ
臣
以
二
仁
義
之

道
一
」
と
あ
る
。
日
本
で
は
、『
日
本
後
紀
』
大
同
元
年
（
八
〇
六
）

四
月
十
三
日
条
に
「
並
以
奉
二
侍
先
帝
一、
兼
監
二
護
山
陵
一
也
」
と
見
え
る
。

　
「
聖
明
」
は
、
も
と
も
と
天
子
の
明
徳
を
意
味
す
る
が
、
天
子
・
天

皇
の
敬
称
と
し
て
も
用
い
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
光
仁
天
皇
を
指
す
。

他
に
天
皇
を
指
す
例
と
し
て
、『
旧
唐
書
』
巻
百
五
十
九
・
韋
処
厚
伝

の
「
伏
乞
聖
明
、
察
二
臣
愚
懇
一
」
な
ど
が
あ
る
。

○
欲
以
撮�

壌
導
涓
之
情
、
而
有
加
於
賞
楽
焉
。
―
土
を
撮つ

ま

ん
で
細
い
水

流
を
導
く
よ
う
な
小
さ
い
心
情
（
歌
式
と
い
う
つ
ま
ら
な
い

も
の
）
を
も
っ
て
、
賞
与
と
音
楽
（
の
極
ま
り
な
く
治
ま
っ

た
こ
の
世
の
中
）
に
加
わ
る
こ
と
を
願
う
。

　
「
撮
壌
導
涓
」
は
、
李
善
「
上
二
文
選
注
一
表
」
の
「
…
故
撰
二
斯
一

集
一、
名
曰
二
文
選
一
…
伏
惟
、
陛
下
経
緯
成
レ
徳
、
文
思
垂
レ
風
。
則
レ
大

居
レ
尊
、
耀
二
三
辰
之
珠
璧
一。
希
レ
声
応
レ
物
、
宣
二
六
代
之
雲
英
一。
孰

可
二
撮
レ
壌
崇
レ
山
導
レ
涓
宗
一レ
海
。
臣
蓬
衡
蕞
品
、
樗
散
陋
姿
…
合
成
二

六
十
巻
一。
…
謹
言
」
に
お
け
る
「
孰
可
二
撮
レ
壌
崇
レ
山
導
レ
涓
宗
一レ
海
」

と
い
う
構
文
に
拠
っ
た
表
現
で
あ
る
。
そ
の
他
に
も
、
本
序
で
は
李
善

「
上
二
文
選
注
一
表
」
に
似
た
よ
う
な
表
現
が
多
く
見
え
る
。

　
「
撮
」
は
指
先
で
撮
む
、「
壌
」
は
土
、「
崇
山
」
は
山
を
高
く
す
る
、

の
意
。
例
え
ば
、『
抱
朴
子
』
内
篇
「
遐
覧
」
に
「
画
レ
地
為
レ
河
、
撮

レ
壤
成
レ
山
」
と
見
え
る
。
日
本
で
は
、『
日
本
書
紀
』
巻
二
十
二
・
推

古
天
皇
二
八
年
（
六
二
〇
）
十
月
条
に
「
以
二
砂
礫
一
葺
二
檜
隈
陵
上
一。

則
域
外
積
レ
土
成
レ
山
」
と
あ
り
、
陵
の
周
囲
に
土
を
積
ん
で
山
を
造

る
と
い
う
。
ま
た
、「
導
」
は
、
導
く
。「
涓
」
は
『
説
文
解
字
』
に
「
涓
、

小
流
也
」
と
あ
る
よ
う
に
、
小
川
の
意
。「
宗
海
」
は
川
を
海
に
流
し

込
む
と
い
う
意
。『
春
秋
繁
露
』「
観
徳
」
に
「
猶
衆
星
之
共
二
北
辰
一、

流
水
之
宗
二
滄
海
一
也
」と
あ
る
。『
続
日
本
後
紀
』承
和
七
年（
八
四
〇
）

六
月
二
十
八
日
条
に
「
導
二
涓
流
一
而
添
二
溟
海
一、
持
二
爝
火
一
而
助
二
大

陽
一
」
と
あ
り
、
小
川
の
水
を
大
海
に
導
く
と
言
っ
て
い
る
。

　
「
有
加
於
…
」
は
、…
に
加
わ
る
こ
と
が
あ
る
。『
後
漢
書
』
巻
十
下
・

皇
后
紀
下
に
「
帝
深
納
レ
之
、
供
養
資
奉
有
ㇾ
加
二
於
前
一
」
と
、
供
養

支
給
は
前
よ
り
多
い
と
い
う
も
の
が
見
え
る
。
ま
た
、『
日
本
書
紀
』

巻
二
十
六
・
斉
明
天
皇
四
年
五
月
に
「
秋
七
月
辛
巳
朔
甲
申
、
蝦
夷
二

百
余
、
詣
レ
闕
朝
献
。
饗
賜
贍
給
。
有
レ
加
二
於
常
一
」
と
あ
り
、
天
皇

は
通
常
に
も
ま
し
て
厚
く
饗
応
な
さ
り
、
多
く
の
賜
物
が
あ
る
こ
と
を

言
っ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
例
に
対
し
、
こ
こ
で
は
、
以
前
や
普
段
な
ど

と
比
較
す
る
意
味
で
は
な
く
、「
…
に
加
わ
る
こ
と
が
あ
る
」
と
解
釈

す
る
。
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「
賞
楽
」
は
、
前
句
に
お
け
る
「
御
賞
難
極
」
の
「
賞
」
と
「
奉
楽

無
窮
」
の
「
楽
」
と
同
じ
意
味
で
、
賞
与
と
音
楽
と
解
釈
す
る
。「
賞
楽
」

で
治
ま
っ
た
世
の
中
を
表
し
て
い
る
。「
賞
楽
」
の
例
と
し
て
は
、
李

嶠
「
菱
」
に
「
五
湖
多
二
賞
楽
一、
千
里
望
難
レ
窮
」、『
万
葉
集
』
巻
五
・

八
〇
四
番
の
題
詞
に
「
易
レ
集
難
レ
排
八
大
辛
苦
、
難
レ
遂
易
レ
尽
百
年

賞
楽
」
の
よ
う
に
、
楽
し
み
を
意
味
す
る
も
の
が
あ
る
が
、
賞
与
と
音

楽
と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
る
も
の
は
他
に
見
な
い
。

　

李
善
の
表
で
は
、「
孰
可
…
」
と
い
う
反
語
表
現
を
用
い
て
、「
こ
の

上
、
誰
が
土
を
撮
ん
で
山
を
高
く
し
、
小
川
を
導
い
て
海
に
流
し
込
む

（
よ
う
に
、
陛
下
の
御
徳
に
何
か
を
加
え
る
）
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。

い
や
、
で
き
な
い
。」
と
、
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
本
序
で
は
反
語

表
現
が
な
く
、
反
語
と
し
て
解
釈
し
が
た
い
。
ま
た
、「
歌
式
注
」
は

李
善
表
の
文
辞
を
踏
ま
え
て
、「「
撮
壌
導
涓
」
は
、
土
く
れ
を
取
っ
て

山
を
高
く
し
、
溜
り
水
を
導
い
て
海
に
注
ぐ
の
意
で
、
こ
こ
で
は
、
微

力
で
あ
る
が
君
に
奉
仕
す
る
心
情
を
表
し
、
賞
楽
に
加
わ
る
こ
と
を
願

う
の
意
」
と
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
本
序
に
は
「
崇
山
」「
宗
海
」

と
い
っ
た
表
現
が
な
く
、
そ
の
意
味
を
含
め
て
解
釈
す
る
こ
と
が
難
し

い
。
そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
、「
欲
以
…
焉
」
と
い
う
一
句
を
「
土
を
撮

ん
で
細
か
い
水
流
を
導
く
よ
う
な
小
さ
い
心
情
（
歌
式
と
い
う
つ
ま
ら

な
い
も
の
）
を
も
っ
て
、
賞
与
と
音
楽
（
の
極
ま
り
な
く
治
ま
っ
た
こ

の
世
の
中
）
に
加
わ
る
こ
と
が
あ
る
の
を
願
う
」
と
解
釈
す
る
。
こ
こ

の
「
小
さ
い
心
情
」
は
歌
式
の
こ
と
を
指
す
。

若
蒙
収
採
、
幸
伝
当
代
者
、
可
久
可
大
之
功
、
並
天
地
之
貞
観
、
日

用
日
新
之
明
、
持
金
鏡
以
長
懸
。

○
若
蒙
収�

採
、
幸
伝
当
代
者
―
も
し
採
用
さ
れ
て
、
幸
い
今
の
世
に
広

ま
る
な
ら
ば

　
「
蒙
」
は
、（
恩
や
教
え
、
災
難
な
ど
を
）
受
け
る
。
梁
・
沈
約
の
「
致

仕
表
」（
芸
文
類
聚
巻
十
八
・
人
部
二
）
に
「
若
蒙
二
天
地
大
恩
一、
造

物
洪
施
…
」
と
あ
り
、
天
地
の
恩
賜
を
受
け
る
こ
と
を
言
っ
て
い
る
。

ま
た
、『
隋
書
』
巻
六
十
五
・
董
純
伝
に
「
臣
本
微
賤
下
才
、
過
レ
蒙
二

奨
擢
一
…
」
と
見
え
る
。
日
本
の
例
と
し
て
は
、『
日
本
書
紀
』
巻
一
・

神
代
上　

第
八
段
の
「
是
以
、
百
姓
至
レ
今
、
咸
蒙
二
恩
頼
一
」
が
挙
げ

ら
れ
る
。

　
「
収
採
」
は
、
採
用
。『
後
漢
書
』
巻
三
十
九
・
淳
于
恭
伝
に
「
家
有
二

山
田
果
樹
一、
人
或
侵
盜
、
輒
助
為
二
収
採
一
」
と
あ
る
よ
う
に
、「
収
採
」

は
本
来
収
穫
す
る
と
い
う
意
味
を
表
す
。
そ
し
て
、『
北
斉
書
』
巻
二

十
三
・
魏
蘭
根
伝
に
お
け
る
「
苦
二
用
此
漢
一
何
為
、
放
レ
其
還
レ
家
、

永
不
二
収
採
一
」
の
よ
う
に
、
人
を
任
用
す
る
、
採
用
す
る
と
用
い
ら

れ
る
例
も
見
え
る
。
本
序
で
は
意
見
な
ど
を
採
用
す
る
こ
と
を
意
味
す

る
。
例
え
ば
、『
新
唐
書
』
巻
九
十
八
・
王
珪
伝
に
「
今
陛
下
開
二
聖

徳
一、
収
二
采
芻
言
一
」
と
あ
る
。「
芻
言
」
は
身
分
の
低
い
人
の
助
言
と

い
う
意
味
で
、
王
珪
自
身
の
謙
称
で
あ
る
。「
収
二
采
芻
言
一
」
は
身
分

の
低
い
自
分
の
言
う
こ
と
を
採
用
し
て
ほ
し
い
と
言
っ
て
い
る
。
日
本

で
は
、
菅
原
道
真
「
九
日
侍
レ
宴
、
観
三
群
臣
挿
二
朱
萸
一、
応
レ
製
」（
菅
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家
文
草
巻
六
・
四
四
二
）
に
「
収
採
有
レ
時
寒
二
白
露
一、
戴
来
無
レ
数
小
二

玄
珠
一
」
の
よ
う
に
、
朱
萸
を
収
め
と
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
が
あ

る
が
、
意
見
な
ど
を
採
用
す
る
と
い
う
例
は
見
な
い
。

　
「
伝
」
は
、
広
ま
る
。『
後
漢
書
』
巻
七
十
九
・
許
慎
伝
に
「
又
作
二

説
文
解
字
十
四
篇
一、
皆
伝
二
於
世
一
」
と
あ
り
、
書
物
が
世
に
広
ま
る

こ
と
を
言
っ
て
い
る
。

　
「
当
代
」
は
、
こ
の
時
代
、
今
の
世
、
当
世
。『
毛
詩
』
大
雅
「
抑
」

小
序
の
「
抑
、
衛
武
公
刺
二
厲
王
一、
亦
以
自
警
也
」
に
対
す
る
疏
に
「
雖
三

文
刺
二
前
朝
一、
実
意
在
二
当
代
一
」
と
見
え
、
前
朝
に
対
し
て
、「
当
代
」

は
今
の
世
、
当
世
を
表
す
。
ま
た
、『
続
日
本
紀
』
天
平
宝
字
二
年
（
七

五
八
）
十
二
月
十
日
条
に
「
其
府
帥
船
王
、
及
二
大
弐
吉
備
朝
臣
真

備
一、
倶
是
碩
学
、
名
顕
二
当
代
一
」
と
あ
る
。

○
可
久
可�

大
之
功
、
並
天
地
之
貞
観
―
（
天
皇
の
）
久
し
く
大
き
く
な

る
功
業
は
、
天
地
が
正
し
く
示
す
の
に
匹
敵
す
る
。

　

こ
の
部
分
は
、「
村
田
注
」
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、『
群
書
治
要
』
の

序
文
を
踏
ま
え
て
い
る
。『
群
書
治
要
』
序
に
は
「
爰
自
二
六
経
一、
訖
二

乎
諸
子
一、
上
始
二
五
帝
一、
下
尽
二
晋
年
一、
凡
為
二
五
帙
一、合
五
十
巻
。
本

求
二
治
要
一、
故
以
二
治
要
一
為
レ
名
。
但
皇
覧
・
遍
略
、
随
レ
方
類
聚
、
名

目
互
顕
、
首
尾
淆
乱
、
文
義
断
絶
、
尋
究
為
レ
難
。
今
之
所
レ
撰
、
異
二

乎
先
作
一、
総
立
二
新
名
一、
各
全
二
旧
体
一、
欲
レ
令
二
見
レ
本
知
レ
末
、
原
レ

始
要
一レ
終
、
並
棄
二
彼
春
華
一、
採
二
茲
秋
実
一。
一
書
之
内
、
牙
角
無
レ
遺
、

一
事
之
中
、
羽
毛
咸
尽
。
用
二
之
当
今
一、
足
三
以
鑑
二
覧
前
古
一、
伝
二
之

来
葉
一、
可
三
以
貽
二
厥
孫
謀
一。
引
而
申
レ
之
、
触
レ
類
而
長
。
蓋
亦
言
レ
之

者
無
レ
罪
、
聞
レ
之
者
足
二
以
自
戒
一。
庶
宏
二
茲
九
徳
一、
簡
而
易
レ
従
、
観
二

彼
百
王
一、
不
レ
疾
而
速
。
崇
二
巍
巍
之
盛
業
一、
開
二
蕩
蕩
之
王
道
一。
可

レ
久
可
レ
大
之
功
、
並
二
天
地
之
貞
観
一、
日
用
日
新
之
徳
、
将
二
金
鏡
以

長
懸
一
」
と
あ
り
、『
群
書
治
要
』
の
編
集
方
針
と
編
集
目
的
を
述
べ

て
い
る
。
傍
線
部
の
示
す
よ
う
に
、
歌
式
序
と
似
た
よ
う
な
表
現
が
多

く
見
え
る
。「
用
之
当
今
…
孫
謀
」
は
「
こ
れ
（『
群
書
治
要
』）
を
用

い
て
当
世
の
問
題
を
解
決
し
、
昔
の
こ
と
に
鑑
み
る
鏡
と
す
る
こ
と
が

で
き
、
こ
れ
（『
群
書
治
要
』）
を
後
世
に
伝
え
、
後
代
の
子
孫
に
教
訓

を
学
ば
せ
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
言
い
、
ま
た
最
後
に
「
可
久
可
大
…

長
懸
」
を
用
い
て
、「（
皇
帝
の
）
久
し
く
大
き
く
な
る
功
業
は
天
地
が

正
し
く
示
す
の
に
匹
敵
し
、
日
に
用
い
日
に
増
す
明
徳
は
、
ま
さ
に
金

鏡
が
長
く
懸
か
る
（
よ
う
に
照
ら
す
）
だ
ろ
う
」
と
当
時
の
皇
帝
太
宗

の
明
徳
を
称
え
て
い
る
。
歌
式
序
の
「
可
久
可
大
…
以
長
懸
」
は
『
群

書
治
要
』
序
を
踏
ま
え
た
表
現
と
考
え
ら
れ
る
。

　
「
可
久
可
大
之
功
」
は
、
久
し
く
大
き
く
な
る
功
業
。『
周
易
』
巻
七

「
繋
辞
上
伝
」
の
「
乾
以
レ
易
知
、
坤
以
レ
簡
能
。
易
則
易
レ
知
、
簡
則

易
レ
従
。
易
レ
知
則
有
レ
親
、
易
レ
従
則
有
レ
功
。
有
レ
親
則
可
レ
久
、
有

レ
功
則
可
レ
大
。可
レ
久
則
賢
人
之
徳
、可
レ
大
則
賢
人
之
業
」と
あ
る
。「
有

レ
親
則
可
レ
久
、
有
レ
功
則
可
レ
大
」
に
関
し
て
、
韓
康
伯
注
は
「
有
二
易

簡
之
徳
一、
則
能
成
二
可
レ
久
可
レ
大
之
功
一
」
と
言
い
、「
可
久
可
大
之
功
」

は
久
し
く
大
き
く
な
る
功
業
を
表
す
。
日
本
で
は
、『
日
本
後
紀
』
延

暦
二
十
二
年
（
八
〇
三
）
十
一
月
十
五
日
条
の
「
天
之
所
レ
祐
、
古
今



― 62 ―

藤原浜成『歌経標式』序　注釈（小西・黄）

寧
殊
。
可
レ
久
可
レ
長
之
功
、
不
レ
召
而
方
至
、
太
平
大
同
之
化
、
不

レ
言
而
自
成
」
の
よ
う
に
、
長
期
に
わ
た
る
天
皇
陛
下
の
功
業
と
い
う

例
が
見
え
る
。

　
「
並
天
地
之
貞
観
」
は
、
天
地
の
正
し
く
示
す
の
に
匹
敵
す
る
。「
並
」

は
、
匹
敵
す
る
。『
荀
子
』「
儒
効
」
に
「
俄
而
並
二
乎
尭
禹
一、
豈
不

レ
賤
而
貴
矣
哉
」、『
太
玄
経
』「
蜜
」
に
「
密
密
不
レ
罅
、
並
二
天
功
一
也
」

と
あ
る
よ
う
に
、「
並
」は
匹
敵
す
る
、類
え
る
と
い
う
意
味
を
表
す
。「
天

地
之
貞
観
」
は
、
天
地
が
正
し
く
示
す
こ
と
。『
周
易
』
巻
八
「
繋
辞

下
伝
」
に
「
天
地
之
道
、
貞
観
者
也
」
と
あ
り
、
そ
れ
に
対
し
て
、『
正

義
』
は
「
謂
天
覆
地
載
之
道
、
以
二
貞
正
一
得
レ
一
、
故
其
功
可
レ
為
二
物

之
所
一レ
観
也
」と
見
え
、「
貞
観
」は
正
し
く
示
す
こ
と
、「
天
地
之
貞
観
」

は
天
地
の
正
し
く
示
す
道
の
意
。

○
日
用
日�

新
之
明
、
持
金
鏡
以
長
懸
―（
天
皇
の
）
日
々
に
用
い
日
々

に
増
す
明
徳
は
、
金
鏡
を
持
っ
て
長
く
懸
け
る
よ
う
に
天
下

を
照
ら
す
だ
ろ
う
。

　
「
日
用
日
新
之
明
」
は
、
日
々
に
用
い
日
々
に
増
す
明
徳
。『
周
易
』

巻
七
「
繋
辞
上
伝
」
に
「
一
陰
一
陽
之
謂
レ
道
、
継
レ
之
者
善
也
、
成

レ
之
者
性
也
。
仁
者
見
レ
之
謂
二
之
仁
一、
知
者
見
レ
之
謂
二
之
知
一。
百
姓
日

用
而
不
レ
知
、
故
君
子
之
道
鮮
矣
。
顕
二
諸
仁
一、
藏
二
諸
用
一、
鼓
二
万
物
一

而
不
下
与
二
聖
人
一
同
上レ
懮懮
、
盛
徳
大
業
至
矣
哉
。
富
有
之
謂
二
大
業
一、

日
新
之
謂
二
盛
徳
一
」
と
あ
る
。「
日
新
之
謂
二
盛
徳
一
」
に
つ
い
て
、『
正

義
』
に
は
「
聖
人
以
能
変
通
体
化
、
合
変
其
徳
、
日
日
増
進
、
是
徳
之

盛
極
、
故
謂
二
之
盛
徳
一
也
」
と
見
え
、「
日
新
」
は
「
日
日
増
進
」、

即
ち
日
々
に
増
す
と
い
う
意
味
。「
日
新
之
謂
盛
徳
」
に
よ
り
、「
日
新

之
明
」
の
「
明
」
は
「
盛
徳
」
と
同
じ
意
味
と
考
え
ら
れ
る
。
日
本
で

は
、「
日
用
」
の
例
と
し
て
、『
続
日
本
紀
』
宝
亀
十
一
年
（
七
八
〇
）

正
月
十
九
日
条
に
「
朕
錫
二
命
上
玄
一、
君
二
臨
下
土
一。
政
先
二
倹
約
一、
志

在
二
憂
勤
一。
雖
下
道
謝
二
潜
通
一、
功
慚
中
日
用
上、
而
邇
安
遠
至
、
歳
稔
時
邕
」

が
挙
げ
ら
れ
る
。「
日
新
」
は
『
日
本
書
紀
』
巻
十
九
「
欽
明
天
皇
即

位
前
紀
」
に
「
乃
令
二
近
侍
一、
優
寵
日
新
、
大
致
二
饒
富
一
」
と
見
え
る
。

　
「
持
金
鏡
以
長
懸
」
は
、
金
鏡
を
持
っ
て
長
く
懸
け
る
よ
う
に
天
下

を
照
ら
す
。「
金
鏡
」
は
本
来
金
で
飾
っ
た
鏡
で
あ
る
が
、
す
ぐ
れ
た

明
徳
の
喩
え
と
し
て
も
用
い
ら
れ
る
。
劉
孝
標
の
「
広
絶
交
論
」（
文

選
巻
五
十
五
）
の
「
聖
人
握
二
金
鏡
一、
闡
二
風
烈
一、
龍
驩
蠖
屈
、
従
道

汚
隆
」
に
対
す
る
李
善
注
に
「
言
聖
人
懐
二
明
道
一
而
闡
二
風
教
一、
如
二

龍
蠖
之
驤
屈
一、
蓋
従
道
之
汚
隆
也
。
春
秋
孔
録
法
曰
、
人
有
二
卯
金
刀
一、

握
二
天
鏡
一。
雒
書
曰
、
秦
失
二
金
鏡
一。
鄭
玄
曰
、
金
鏡
、
喻喻
二
明
道
一
也
」

と
あ
る
よ
う
に
、「
金
鏡
」
は
明
道
の
喩
え
と
さ
れ
て
い
る
。

　

日
本
で
は
、『
続
日
本
後
紀
』
嘉
祥
二
年
（
八
四
九
）
十
一
月
二
十

二
日
条
に
「
伏
惟
皇
帝
陛
下
、
生
知
睿
哲
、
誕
稟
二
聖
霊
一。
端
二
玉
藻
一

而
御
二
総
章
一、
懸
二
金
鏡
一
而
臨
二
寰
宇
一
」
と
、
天
皇
が
明
徳
に
喩
え
ら

れ
る
金
鏡
を
懸
け
て
天
下
の
政
に
臨
む
と
い
っ
た
例
が
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
金
鏡
を
持
っ
て
懸
け
る
と
い
う
の
は
、
天
皇
の
明
徳
が
天
下

を
照
ら
す
こ
と
の
喩
え
と
し
て
解
釈
で
き
る
。



― 63 ―

藤原浜成『歌経標式』序　注釈（小西・黄）

臣
浜
成
、
誠
惶
誠
恐
、
頓
首
謹
言
。

宝
亀
三
年
五
月
七
日

参
議
兼
刑
部
省
卿
守
従
四
位
上
勲
四
等
藤
原
朝
臣
浜
成
謹
上

　
【
一
、
解
説
】
の
「
内
容
の
構
成
」
で
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
部
分

は
上
表
文
の
形
式
に
倣
っ
た
も
の
で
あ
る
。

　
「
臣
浜
成
、
誠
惶
誠
恐
、
頓
首
謹
言
」
は
、
臣
浜
成
は
、
こ
の
上
な

く
恐
れ
畏
ま
り
、
謹
ん
で
申
し
上
げ
る
。
李
善
「
上
二
文
選
注
一
表
」

に
「
臣
善
言
…
謹
言
」、
呂
延
祚
「
進
二
五
臣
集
註
文
選
一
表
」
に
「
臣

延
祚
言
…
臣
誠
惶
誠
恐
、
頓
首
死
罪
、
謹
言
」
と
見
え
る
。
日
本
で
は

『
古
事
記
』
の
序
に
「
臣
安
万
侶
言
…
臣
安
万
侶
、
誠
惶
誠
恐
、
頓
首

頓
首
」
と
い
う
例
が
あ
る
。

　
「
宝
亀
」
は
七
七
〇
年
か
ら
七
八
一
年
ま
で
の
期
間
、
光
仁
天
皇
時

代
の
元
号
。

　
「
参
議
」
は
、
令
制
太
政
官
の
議
政
に
参
与
す
る
官
職
で
、
い
わ
ゆ

る
令
外
官
の
一
つ
。

　
「
兼
」
は
、
主
た
る
官
職
の
他
に
他
の
官
職
を
兼
ね
る
こ
と
。『
令
義

解
』「
選
叙
令
」
に
「
凡
任
二
両
官
以
上
一
者
、
一
為
レ
正
、
余
皆
為
レ
兼
」

と
あ
る
よ
う
に
、
二
つ
以
上
の
官
職
を
持
っ
て
い
る
人
は
、
一
つ
だ
け

が
主
た
る
官
職
で
、
他
は
兼
職
に
な
る
。
例
え
ば
、『
日
本
書
紀
』
巻

二
十
九
・
天
武
天
皇
九
年
（
六
八
〇
）
七
月
二
十
三
日
条
に
「
納
言
兼

宮
内
卿
五
位
舎
人
王
、
病
之
臨
レ
死
」、『
続
日
本
紀
』
の
各
巻
頭
に
「
従

四
位
下
行
民
部
大
輔
兼
左
兵
衛
督
皇
太
子
学
士　

臣
菅
野
朝
臣
真
道
等

奉
レ
勅
撰
」
と
見
え
る
。

　
「
刑
部
省
卿
」
は
、
刑
部
省
の
長
官
、
正
四
位
下
相
当
の
官
。「
刑
部

省
」は
令
制
に
お
け
る
八
省（
中
務
省
・
式
部
省
・
治
部
省
・
民
部
省
・

兵
部
省
・
刑
部
省
・
大
蔵
省
・
宮
内
省
）
の
一
つ
で
、
訴
訟
の
裁
判
、

罪
人
の
処
刑
を
司
る
役
所
で
あ
る
。「
卿
」
は
八
省
の
長
官
、
正
四
位

相
当
官
で
、
定
員
各
一
人
で
、
中
務
卿
・
民
部
卿
の
よ
う
に
呼
称
す
る
。

刑
部
省
の
長
官
は
『
続
日
本
紀
』
宝
亀
五
年
（
七
七
四
）
三
月
五
日
条

に
「
正
四
位
下
藤
原
朝
臣
浜
成
為
二
刑
部
卿
一
」
の
よ
う
に
、
普
通
「
刑

部
卿
」
と
呼
ば
れ
る
が
、「
刑
部
省
卿
」
と
表
記
す
る
の
は
他
に
未
見
。

　
「
守
」
は
、
令
制
で
、
位
階
と
官
職
の
関
係
を
示
す
語
。『
令
義
解
』

「
選
叙
令
」
に
「
凡
任
二
内
外
文
武
官
一、
而
本
位
有
二
高
下
一
者
、
若
職

事
卑
為
レ
行
、
高
為
レ
守
」
と
あ
る
よ
う
に
、「
守
」
は
令
の
官
位
相
当

制
に
関
す
る
用
語
で
、
自
分
の
任
じ
ら
れ
た
官
職
の
相
当
位
が
、
自
分

の
帯
し
て
い
る
位
階
よ
り
高
い
場
合
、
位
署
な
ど
の
際
、
位
階
と
官
職

名
の
間
に
書
き
加
え
て
、
両
者
の
関
係
を
示
し
た
語
で
あ
る
。
こ
こ
で

は
、浜
成
の
位
は
従
四
位
上
で
あ
る
が
、そ
れ
よ
り
位
の
高
い
官
職（
正

四
位
下
相
当
の
刑
部
卿
）
に
就
い
て
い
る
た
め
、
官
職
名
「
刑
部
省
卿
」

と
位
階
「
従
四
位
下
」
の
間
に
「
守
」
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、

『
日
本
後
紀
』
大
同
元
年
（
八
〇
六
）
六
月
六
日
条
の
「
正
三
位
守
右

大
臣
兼
行
近
衛
大
将
藤
原
朝
臣
内
麻
呂
上
表
曰
」、『
続
日
本
後
紀
』
承

和
十
五
年
（
八
四
八
）
正
月
二
十
二
日
条
の
「
正
三
位
守
右
大
臣
兼
行

右
近
衛
大
将
藤
原
朝
臣
良
房
上
表
」
が
示
す
よ
う
に
、
位
階
を
最
初
に

置
き
、
守
・
官
職
の
順
に
記
す
の
が
本
来
の
表
記
法
で
あ
る
。
藤
原
氏
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の
指
摘
し
た
通
り
、
歌
式
で
は
浜
成
の
位
署
を
く
ず
し
て
書
い
て
い
る

（
藤
原
雅
史
「「
位
署
式
」
の
成
立
―
官
人
署
名
の
成
立
過
程
―
」、
日

本
史
研
究
会
『
日
本
史
研
究
』
四
八
〇
号
、
二
〇
〇
二
年
八
月
）。

　
「
勲
四
等
」は
、勲
位
は
軍
事
上
の
功
績
に
対
す
る
栄
典
で
あ
り
、『
続

日
本
紀
』
大
宝
元
年
（
七
〇
一
）
三
月
二
十
一
日
条
に
「
勲
位
始
二
正

冠
正
三
位
一、
終
二
追
冠
従
八
位
下
階
一、
合
十
二
等
」
と
あ
る
よ
う
に
、

一
等
か
ら
十
二
等
ま
で
で
、
正
三
位
か
ら
従
八
位
ま
で
の
位
階
と
対
応

す
る
。
多
く
は
「
勲
―
」
の
形
で
勲
等
の
等
級
を
示
す
。
こ
こ
の
「
勲

四
等
」
は
従
四
位
に
相
当
す
る
。
例
と
し
て
は
、『
古
事
記
』
序
に
「
正

五
位
上
勲
五
等
太
朝
臣
安
万
侶
」、『
続
日
本
紀
』
和
銅
四
年
（
七
一
一
）

七
月
九
日
条
に
「
尾
張
国
守
従
四
位
下
勲
四
等
佐
伯
宿
禰
大
麻
呂
卒
」

と
見
え
る
。

　
「
謹
上
」
は
、
謹
ん
で
献
上
す
る
。
上
表
文
で
は
、
呂
延
祚
「
進
二

五
臣
集
注
文
選
一
表
」
に
「
開
元
六
年
九
月
十
日
工
部
侍
郎
臣
呂
延
祚

上
レ
表
」
と
あ
る
。『
文
華
秀
麗
集
』
序
の
最
初
に
「
従
五
位
下
守
大

舎
人
頭
兼
信
濃
守
臣
仲
雄
王
上
」
と
見
え
る
よ
う
に
、「
上
」
を
用
い

る
も
の
が
多
い
。「
謹
上
」
は
後
漢
・
班
固
「
東
巡
頌
」（
芸
文
類
聚
巻

三
十
九
・
礼
部
中
）
に
「
謹
上
二
岱
宗
頌
一
篇
一
」
の
よ
う
に
用
い
る

も
の
が
多
く
見
ら
れ
る
。「
謹
言
」
と
「
謹
上
」
は
多
く
書
簡
文
の
表

現
と
し
て
用
い
ら
れ
、『
万
葉
集
』
巻
五
・
八
六
八
番
と
そ
れ
に
対
応

す
る
八
七
〇
番
の
左
注
の
書
簡
文
の
書
き
出
し
部
分
と
書
き
止
め
部
分

に
「
憶
良
、
誠
惶
頓
首
、
謹
啓
。
…
山
上
憶
良
頓
首
、
謹
上
」
と
見
え

る
。

四
、
通
釈

　

臣
下
浜
成
は
（
天
皇
陛
下
に
）
申
し
上
げ
る
。
元
来
、
和
歌
は
、
荒
々

し
い
鬼
神
の
心
の
奥
底
に
秘
め
た
思
い
を
動
か
し
、
天
上
界
の
人
々
の

恋
し
く
思
う
心
を
慰
め
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
音
の
響
き
は
、

各
土
地
の
言
語
を
区
別
し
、
楽
し
み
興
じ
る
心
を
助
長
す
る
こ
と
の
で

き
る
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
豊
玉
姫
が
海
に
帰
る
時
、
夫
の
彦
火
火

出
見
尊
は
妻
を
恋
い
慕
う
歌
を
贈
り
、
味
耜
高
彦
根
神
が
天
稚
彦
の
喪

を
弔
問
す
る
た
め
に
天
に
昇
っ
た
時
、
そ
こ
で
喪
に
会
う
者
は
味
耜
高

彦
根
神
の
い
さ
ま
し
さ
を
讃
え
て
歌
を
作
っ
た
の
だ
。
こ
れ
ら
の
二
首

は
、
美
し
く
優
れ
た
音
律
が
整
っ
た
最
初
の
歌
で
あ
る
。

　

近
頃
の
歌
詠
み
は
、
歌
の
言
葉
は
優
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
ま
だ
音

律
を
理
解
し
て
い
な
い
。
歌
こ
と
ば
で
他
人
を
喜
ば
せ
る
こ
と
は
で
き

る
け
れ
ど
も
、
い
ま
な
お
歌
病
を
理
解
し
て
い
な
い
。
近
頃
の
歌
を
音

律
が
整
っ
て
い
た
、
い
に
し
え
の
神
代
の
歌
（
彦
火
火
出
見
尊
の
歌
・

喪
に
会
う
者
が
味
耜
高
彦
根
神
を
讃
え
た
歌
）
に
な
ぞ
ら
え
よ
う
と
し

て
も
、
表
現
の
優
れ
た
美
し
い
歌
は
な
く
、
ま
た
、
近
頃
の
歌
を
後
世

に
伝
え
よ
う
と
し
て
も
、
そ
れ
は
内
容
の
優
れ
た
味
わ
い
の
あ
る
歌
で

は
な
い
（
音
律
が
整
っ
て
い
な
け
れ
ば
、
表
現
も
内
容
も
優
れ
た
も
の

に
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
）。
歌
の
表
現
も
内
容
も
兼
ね
揃
え
て
い
な

け
れ
ば
ど
う
し
て
彦
火
火
出
見
尊
の
歌
や
喪
に
会
う
者
が
味
耜
高
彦
根

神
を
讃
え
た
歌
を
詠
み
交
わ
し
た
よ
う
に
、
天
界
の
人
々
の
交
わ
り
を

歌
に
よ
っ
て
動
か
し
、
慰
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。
故
に
新
し
い
規
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範
を
作
り
、
別
に
音
韻
律
の
整
っ
て
い
る
和
歌
を
抜
き
出
し
、
合
わ
せ

て
一
巻
に
し
て
、「
歌
式
」
と
名
付
け
る
。
恐
ら
く
こ
れ
を
吟
じ
る
人

は
（
和
歌
を
作
る
時
に
）
誤
り
を
せ
ず
、
こ
れ
を
聞
く
人
は
音
韻
律
を

理
解
す
る
に
足
り
る
だ
ろ
う
。

　

謹
ん
で
思
う
に
、
天
皇
陛
下
、
陛
下
は
音
楽
を
献
上
す
る
こ
と
が
無

限
だ
か
ら
、
幸
い
が
天
よ
り
下
っ
た
。
賞
与
を
あ
や
つ
る
こ
と
が
極
ま

り
な
い
か
ら
、
栄
華
が
四
輪
車
の
よ
う
に
四
方
に
広
が
っ
た
。
臣
は
帝

の
恩
恵
あ
る
知
遇
を
頂
き
、
陛
下
に
お
仕
え
申
し
上
げ
る
。
土
を
撮
ん

で
細
い
水
流
を
導
く
よ
う
な
小
さ
い
心
情
（
歌
式
と
い
う
つ
ま
ら
な
い

も
の
）
を
も
っ
て
、
賞
与
と
音
楽
（
が
極
ま
り
な
く
治
ま
っ
た
こ
の
世

の
中
）
に
加
わ
る
こ
と
を
願
う
。
も
し
採
用
さ
れ
て
、
幸
い
今
の
世
に

広
ま
る
な
ら
ば
、（
陛
下
の
）
久
し
く
大
き
く
な
る
功
業
は
、
天
地
が

正
し
く
示
す
の
に
匹
敵
し
、
日
々
に
用
い
日
々
に
増
す
明
徳
は
、
金
鏡

を
持
っ
て
長
く
懸
け
る
よ
う
に
天
下
を
照
ら
す
だ
ろ
う
。

　

臣
浜
成
は
、
こ
の
上
な
く
恐
れ
か
し
こ
ま
り
、
謹
ん
で
申
し
上
げ
る
。

宝
亀
三
年
五
月
七
日

参
議
兼
刑
部
省
卿
守
従
四
位
上
勲
四
等
藤
原
朝
臣
浜
成
が
謹
ん
で
献
上

す
る

〔
付
記
〕

　

本
注
釈
は
、
令
和
三
年
度
大
阪
大
学
大
学
院
演
習
に
お
い
て
、
小
西

と
黄
が
担
当
し
た
箇
所
の
発
表
資
料
に
基
づ
き
、
再
調
査
・
増
補
等
を

行
い
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
演
習
に
出
席
し
た
皆
様
、
滝
川
幸
司
先

生
か
ら
有
益
な
御
意
見
を
頂
い
た
。
深
謝
申
し
上
げ
る
。

�

（
こ
に
し
・
よ
う
こ　

本
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程　

�

・
日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員
）

�

（
こ
う
・
む
こ
う　

本
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
）


